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髙味議長 

                        （ ９:３０） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席人数は全員であります。 

 定足数に達していますので、これより令和４年第１回木津川市精華

町環境施設組合議会定例会を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。 

 なお、杉浦副管理者から欠席するとの連絡を受けております。 

 令和４年第１回木津川市精華町環境施設組合議会定例会開会に当た

りまして、私から一言ご挨拶を申し上げます。 

 議員の皆様をはじめ、管理者及び関係職員におかれましては、木津

川市、精華町とも定例会を控える大変忙しい時期にご出席を賜りまし

て、誠にありがとうございます。 

 なお、第６波と言われる全国的な新型コロナウイルス拡大により、

現在京都府全域においてまん延防止等重点措置が適用されておりま

す。環境の森センター・きづがわは住民生活に欠かすことのできない

施設であります。ただいま職員の皆様もコロナ対策に取り組んで日常

の運営を行っていただいております。当組合議会といたしましても、

行政と連携を図り、組合運営に取り組んでいきたいと考えております

ので、どうぞよろしくお願いします。 

 さて、本日は４人による初めての一般質問が行われます。 

 なお、副管理者が新型コロナウイルス感染という事態も踏まえまし

て、本日は長時間にならないようスムーズな議事運営を進めていきた

いと思いますので、何かと皆様方にご協力をお願い申し上げます。 

 それでは、管理者から挨拶をお願いいたします。 

 管理者。 

河井管理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さん、おはようございます。 

 令和４年第１回木津川市精華町環境施設組合議会定例会の開会に当

たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 議員の皆様におかれましては、令和４年第１回木津川市精華町環境

施設組合議会定例会を招集させていただきましたところ、それぞれの

定例会を近く控える中、公私ご多用にもかかわりませずご出席を賜り

まして、誠にありがとうございます。 

 また、平素は本組合の運営に何かとお力添えをいただいております

ことに、この場をお借りいたしまして厚く御礼を申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染状況につきまして、既にご承知のと

おりでありますが、感染力の極めて強いオミクロン株によりまして、

木津川市、精華町においても多くの感染者が出ております。まん延防

止措置の効果などにより２月半ばがピークとなるのではないかとの報

道もありますが、収束時期が極めて不透明な状況であると考えていま

す。 

 このような中で、廃棄物処理は基幹的な社会インフラとして業務の

継続を担保することが求められております。木津川市と精華町のごみ
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河井管理者 

つづき 

処理を担う本組合につきましても、エッセンシャルワーカーとしての

役割を十分に認識し、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策につ

いてこれまで以上に徹底し、業務継続に留意するよう指示をしている

ところでございます。 

 さて、環境の森センター・きづがわの運転管理に関しまして、去る

１月５日から１月１７日の間、２炉とも停止をして、クレーン、計量

機、電気設備などの定期点検を行いました。また、昨年１２月２９日

から年末年始の休炉期間に入っておりましたので、この定期点検期間

を合わせますと２０日間、ごみの焼却処理を行っていませんでした

が、年末年始のごみの増加を考慮した運転計画により、ごみの受入れ

につきまして問題なく対応している状況でございます。引き続き適切

に施設の運転、維持管理に努めまして、可燃ごみの安定した焼却処理

に取り組んでまいります。 

 さて、本日ご提案をさせていただきます議案につきましては、事前

に配付させていただきました会計年度任用職員の給与等に関する条例

の一部改正、管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制

定、令和４年度一般会計予算及び組合と木津川市との間における行政

不服審査会等の事務委託に関する協議に加えまして、本日配付をさせ

ていただきました職員の給与に関する条例の一部改正の合わせて５件

でございます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上、現状のご報告などを申し上げまして、開会に当たりましての

ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

髙味議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございました。 

 本日の日程は、お手元の配付のとおり進めてまいりたいと思いま

す。 

 

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、６番、大

野翠議員と７番、竹川増晴議員を指名いたします。 

 なお、両君に不測の場合は、次の議席の議員を署名議員といたしま

す。 

 

 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日２月８日の１日間にしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日の１日間に決定いたしました。 
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髙味議長 

つづき 

 日程第３、一般質問を行います。 

 一般質問をされる方は４名です。 

 発言時間は答弁を含め３０分以内、回数は３回までであると決まっ

ておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 それでは、１番目、佐々木雅彦さん。 

 もう座って結構です。 

佐々木議員  では、質問させていただきます。 

 今回は、大きく１点であります。例規の整備に関して質問をさせて

いただきます。 

 まず、（１）としては、会計管理者の補助組織である現金出納員及

び現金取扱員が不在の理由を伺いたいと思います。 

 これについては、お願いしておいたけれども、今日は配られていま

せんので残念ですけれども、私のいただいている決裁ルートにはこれ

が存在をしていません。 

 次に、（２）として、議会事務局の設置根拠と牽制機能の担保の仕

組みを伺いたいと思います。 

 （３）として、監査委員事務局の設置根拠と牽制機能の担保の仕組

みを伺いたいと思います。 

 （４）として、公平委員会議事規則第４条第２項による傍聴に関し

必要な事項が存在しているのか、これは以前の答弁では、議会の傍聴

規則を流用するというような、らしきことをおっしゃっていますけれ

ども、であるならば、それをどこかに明記しておかないと、その恣意

的運用なんかは認められるはずがありません。この存在について伺い

たいと思います。 

 （５）としては、例規には、公表の手段についていろんな情報の、

これが公告式条例によるとされているケースがほとんどであります。

しかし、現在社会においては、その方法はなかなかそぐわないのでは

ないかと考えています。少なくとも説明責任を果たすべき財務状況公

表制度などは、ホームページや市町の広報紙での手段を講じることを

提案しますが、いかがでしょうか。 

 （６）としては、今ではほとんどの自治体で常識的に備わっている

管理者、議員、監査委員などの特別職の倫理条例・規定の問題です

が、これを設ける必要があるのではないかと考えています。議員に関

しては、木津川市も精華町も議員の倫理条例は既に制定をされている

状況でありますので、それをこの組合にも準用するという形でつくれ

ば大きな問題はないと思いますが、その意思があるのかどうかについ

て確認したいと思います。 

 以上、よろしくお願いをいたします。 

髙味議長  事務局長。 
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山本事務局長  事務局長でございます。 

 佐々木議員のご質問にお答えいたします。 

 出納員については、財務規則に基づき、現在、事務局長及び総務課

職員４名を任命しております。 

 なお、ご依頼のありました決裁ルート表の配付については、過日、

佐々木議員から組合事務局へ情報提供の依頼がありまして、佐々木議

員が作成された決裁ルート表に事務局職員が事務決裁規程や実務の状

況を踏まえて起案者等を記入して情報提供させていただいたものでご

ざいます。 

 ２点目について、本組合における議会事務局体制については、相楽

郡西部塵埃処理組合当時から総務課職員が担っており、精華町からの

派遣職員で構成されている事務局体制のときからの取扱いを踏襲して

おります。組合の現状を踏まえますと、総務事務と議会事務に携わる

職員を完全に分離して行うことは困難ですが、各職員が行政と議会の

二元代表制を理解し、業務を遂行しているところでございます。 

 ３点目につきまして、本組合の監査委員会の事務体制につきまして

は、先ほどの議会事務体制と同様に相楽郡西部塵埃処理組合当時から

の取扱いを踏襲しております。監査委員会の事務体制も議会の事務体

制と同様に組合の総務事務に携わる職員と完全に分離して行うことは

困難ですが、各職員が行政に対する監査委員の役割を理解し、業務を

遂行しています。 

 ４点目につきまして、公平委員会事務規則第４条第２項に定める事

項について、これまでから特に定めはございません。 

 ５点目について、平成３０年９月の供用開始から３年を経過し、今

後の施設の管理運営における様々な情報発信や啓発等も必要になって

くるものと考えております。ご意見としてお伺いさせていただきたい

と考えております。 

 ６点目でございます。管理者、監査委員に係る倫理条例等につきま

して、現状では特段定める必要はないものと考えております。 

 なお、議員に係るものにつきましては、執行部が検討する立場では

ありませんので、答弁は差し控えさせていただきます。 

 以上でございます。 

髙味議長  佐々木さん。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、再質問を行いたいと思います。 

 申し訳ない、お聞きしたことに答えていただいていないので、質問

回数が減ってしまうので仕方ないんですが、これは私以外の議員さん

は配付されてないので分からないと思いますけれども、以前、通告前

に組合事務の流れがどうなっているのか、つまりいろんなものは起案

者がいて、それを回して決裁者がいて執行されるというのが簡単な流

れですよね。 
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佐々木議員 

つづき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大半は通常業務なので、それはそれでいいんですが、それ以外の例

えば議会事務局機能であるとか、監査委員機能であるとか、今の答弁

では共通しての答弁というのは、職員が二元代表だとか、それぞれの

役割を理解した上で事務を行っているから問題ないという趣旨の答弁

だったわけですよね。しかし、職員の意識だけで物事が動くんだった

ら誰も苦労しないわけです。 

 つまり今の状態というのは、いわゆるマッチポンプになっておるわ

けでしょう。執行する側の事務をやっている方がそれを監視する議会

や監査委員または公平委員会の事務をする。この辺は横に置いておき

ましょう。特に監査委員会と議会ですね。これは独立の組織ですよ

ね。にもかかわらずその監視機能も一緒にやるというのは、これは誰

がやったって、私がやったって、誰がやったって中立的な処理なんか

できるはずがありません。だからそれは整備をすべきということで申

し上げているわけであります。 

 順次質問をさせていただきますけれども、会計管理者の補助組織で

ある現金出納員は４人いると。それは事務局の４人だという話でした

が、じゃ、現金取扱員はないということになりますよね。例規を読む

限り、現金出納員を任命して、その出納員の所属する部署から現金取

扱員が選ばれる。つまり２つの役割を分けているわけですよ。ですよ

ね、会計管理者。それは会計の牽制上の理由からでしょう。４人が４

人とも出納員で、４人が４人とも現金を取り扱ってしまったら内部の

牽制機能が働かなくなりますよね。麻痺しますよね。ですから、それ

ぞれに役割があって、現金を扱う人は特定をする、それをチェックす

る人も別の人がいる、その上に一番上というか、会計管理者がいると

いうのが通常の仕組みですよね。そこを聞いているんです。 

 まだですよ。だからそういった意味で今の答弁では、現金出納員が

４人という答弁でした。現金取扱員はいないという答弁ですよね。こ

の仕組みについてぜひとも会計管理者、この妥当性があるのかどうか

について、これで公正に内部牽制をしながら現金出納ができるのかど

うか、これについて答弁を願いたいと思っています。 

 なおかつ、これ、一貫して関係するんですけれども、ここの定数条

例では定数が２０人ですよね、最高。２０人というのが定数条例の規

定です。であるならば、もし少ない職員でできないんだったら、議会

用の職員、監査委員用の職員を別に準備していればいい話ですよ。２

０人までにはかなり差がありますよね、現行人数に比べて。逆に何で

２０人という基礎なのかが問われるわけですよ。例えば５人ででき

る、６人でできる、７人でできるのであれば、定数を２０まで伸ばす

必要はないですね。例えば８だったら１０でいいわけですよ、定数条

例は。将来必要だったら条例を変えられますから、足らなくなったら

定数を増やしたほうがいいんだけど、２０人ですよ、今、定数条例

は。つまり２０人必要だという意識があるから２０人なんでしょう。

だったら少数で兼務を避けようと思ったら人数を増やせばいいじゃな

いですかということになるわけですよ。兼任かどうかは別にしてとい

う話なんですよ。その点について、まず第１点目の会計管理者のこう
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佐々木議員 

つづき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いう会計上のいろんなことが起こり得ないことについても確認をして

おきます。 

 ２点目に関しては、これは議会に関することというのは、業務分掌

にあるんですよね。例規集７６ページに書いてありますけれども、た

だこれは基本的に管理者の権限に属する事務です。つまり管理者が議

会に関する事務、つまり議会に出す議案を作るとか、また議会を招集

する事務だとか、これについて業務分掌があるんですよね、それは当

然でしょう、あるでしょう。 

 私が指摘しているのは、そうじゃなしに、議会事務局の設置根拠が

ないんじゃないのかと言っているんです。ちなみに城南衛管には議会

事務局設置条例がちゃんとあります。本組合にはありません。ですか

ら、議会事務局の設置根拠がないのに、じゃ、誰が議会事務局員にな

ることも決まってないわけですよ。つまり今のままだと事務局員イコ

ール、管理者の執行事務をする事務局員イコール、議会事務局員とい

うまたへんてこな状況が起こりますよね。こんなん公正な運営ができ

るはずがない、誰がやっても。私は個人を批判しているわけじゃない

です。仕組みを批判しているんです。 

 ですから、この点の、もう一遍聞きますよ。聞いているのは議会事

務局の設置根拠ですよ、あるのかないのか。なおかつさっき申し上げ

ましたように、職員の意識だけで牽制機能が担保できるんだったら誰

も苦労しませんよ、そんなの。世間では今まで起こっている、不祥事

なんか起こるはずがないじゃないですか、職員の意識でできるんだっ

たら。株式会社だって社長と監査委員が一緒でも、その職員の意識で

となっちゃうでしょう。あり得ない、そんなことは。そういう点でこ

の設置根拠も再度明確にしていただきたいと思います。 

 ３点目は、監査委員もほぼ同じような趣旨ですけれども、監査委員

の事務局設置規定はありませんよね。ありませんよね。木津川市の本

体には監査委員条例があって、その第３条で事務局設置条文がありま

す。そして木津川市の職員定数条例の中で監査委員事務局は３人とい

う規定があります。きちっと根拠があるんです、人数も含めて。この

設置根拠はあるんですかということを確認しています。同じように牽

制機能はどうやって担保するんですかということを聞いているわけで

すから、再度お願いをしたいと思います。 

 ４点目の公平委員会の関係ですが、答弁がよく分からなかったんだ

けども、以前のここのやり取りでは、議会の傍聴ルールに準じるみた

いな発言をされていますよね。今の今日の答弁違いますよね。だから

これで質問回数を潰すのはもったいないんだけども、このルールは今

ないですよね。ないけれども、議事規則の第４条第２項には傍聴に必

要な事項を定めるというふうに書いてあるわけだから、これがなかっ

たら事実上傍聴ができないということになりますよね。 

 ですから、さっき申し上げた議会事務局の設置根拠、監査委員事務

局の設置根拠、それから今の公平委員会の議事規則、これに対しては

ないんならないで率直に今から作りますと言ってもらったら結構だけ

ども、今のままいくんですかということです。きちっと例規上はっき
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佐々木議員 

つづき 

りさせるべきだというのが今の質問ですので、その点を明確にお答え

願いたいと思います。 

 （５）の公告式条例については、別に法令上これでやるのは別に問

題ないんですけれども、もう一個の目的としては、法令上明確にする

ということと、一方で、組合のやっていることをしっかり皆さんに理

解してもらうということがあるわけでしょう、いろんな情報の発信と

いうのは。事務的な公表はいいけれども、例えば中身だとか、処理量

だとか、またはこんなふうに処理したらもっとよくなるとか、見学に

来た人に対する説明だとか、そういった中身というのはいろんな方法

で発信したらいいと思っているんですよ。 

 幾つかの関連する事務組合のホームページを見させてもらいました

けれども、例えば中にはお子さん向けのごみの問題を分かりやすくイ

ラストを入れて説明しているホームページもありました。ですから、

そういった意味での情報発信の手段に関して、また別の議員さんの質

問もあるかもしれませんけれども、できたらもうちょっと皆さんが分

かるような状態で発信をできないかということですので、もし具体的

に考えておられるんだったらお聞かせを願いたいと思いますけれど

も、一般論としてやっているところがあったらそれはそれでまた検討

をお願いしたいと思いますが、再確認をさせていただきます。 

 最後の６の件ですけれども、つまり今の答弁をお聞きすると、管理

者、副管理者は悪いことをするはずがないという考え方に立った答弁

ですよね。繰り返しませんが、全国津々浦々１００％そんなことはな

いわけです。特に犯罪を犯したらあかんと言っているわけじゃないで

すよ。犯罪を犯したら犯人だから。こうなったら、法律違反だから。

そうじゃなしに倫理条例というのは、例えば口利きとか、様々なそう

いった政治的立場を利用した圧力ですよね。中身にもよりますが、全

部が全部法律違反ではありません。けれども、政治家としてやっては

ならない分野があるわけですよ。それを自主的に規制しているのが全

国にある政治倫理条例ですよね。首長側も議会側も大体あるのが多い

んだけども、繰り返しますが、木津川市も精華町も議員の倫理条例は

あります。なぜ管理者としては、私は１００％善人だと。既にこれは

国の政府の段階でも問題になっていましたよね、忖度という言葉で。

本人は言いたくなくても、事務官が忖度してそんなむちゃくちゃなこ

とをやったわけですよ。記録を改ざんするとか、破棄するとか、そう

いうことを防ぐためにもやはり倫理上律するべきやと思うんですけれ

ども、今の答弁だと管理者、副管理者は悪いことをしないという前提

の答弁です、必要ないということだから。検討もしないということで

しょう。それが現在の立場と言うのだったら、管理者が責任を持って

答弁をしてください。 

 以上、よろしくお願いします。 

髙味議長  事務局長。 
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山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 まず、１つ目の現金出納員の関係でございます。 

 出納員の任命状況につきまして、これにつきましては平成２２年度

に組合のほうで管理者決裁を受けた上、取り扱っている内容でござい

ます。決裁の内容につきましては、本組合の会計事務につきまして

は、地方自治法の規定によりまして会計管理者の権限とされておりま

すけれども、本組合の事務局は必要最小限の体制での事務局で対応し

ているところでございます。この少人数の中でやっていくことにつき

まして非常に困難な状況であるというところでございますが、会計管

理者につきましては、特に管理者の団体の会計管理者が併任をしてい

るというところでございますので、会計管理者が組合のほうに常駐し

ているというわけではございません。そういった意味で組合事務所内

での現場で取り扱う手数料の現金取扱い、保管、会計管理者のほうに

事故がある場合の対応ということにつきまして、複数人で会計の出納

員を対応していくということで決裁を得ているところでございます。

これにつきまして、総務課職員が出納員ということで複数体制で対応

していくということを平成２２年度からやっておりますので、現時点

におきましても、そのことを踏襲しているところでございます。 

 それと、先ほど定数条例の関係で２０名という話が出てきておりま

したけれども、これは以前、定数条例を改正するときに説明もさせて

いただいたと思いますが、この当時、組合の運営につきましては、こ

の環境の森センター・きづがわの供用開始の準備でありますとか、今

後、打越台環境センターの撤去に関するような事務が出てくるという

ことがございましたので、当時の定数では足りないだろうということ

で、そういったことを踏まえて２０名としたものでございますので、

そういったところから現在環境の森センター・きづがわにつきまして

も、運転管理のほうにシフトしてきておりますし、打越台環境センタ

ーの撤去につきましても一定終わっているところでございますので、

今後、定数条例についての適切な人数については検討する必要があろ

うかというふうに考えておりますのでというところでございます。 

 それと、議会事務局の設置根拠というところでございますが、議員

もご承知かと思いますけれども、議会事務局の法的根拠につきまして

は、条例によりまして事務局を置くことができるということになって

おりますので、必ずしも議会事務局を置くことが求められているもの

ではございません。ただし、事務局を置かない市町村の議会につきま

しては、書記長でありましたり、書記の職員を置くということで、総

務課職員がそういった任務を兼務することにつきましては、特に法的

には問題がないというふうに考えておりますし、これまでより総務課

職員が議会の書記等を兼務することを前提に組合運営がされておりま

すので、現時点においてもその取扱いで運用をしているというところ

でございます。 

 監査委員の事務局体制につきましても同様でございます。 

 公平委員会の傍聴規定につきましては、あるのかないのかというご

質問でございましたので、現時点ではないというところで答弁をさせ
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ていただいたところでございます。当然公平委員会の傍聴につきまし

ては、公平委員会の委員の方とも調整しながら進めていくことが必要

になってまいりますので、今後検討していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 また、５点目の情報公表につきましては、ご意見としてお伺いして

いきたいというふうに思っております。 

 また、倫理条例と倫理規定についての取扱いでございますが、近隣

の組合等にも確認しておりますけれども、管理者、議員、また監査委

員、そういった委員に対する倫理規定、倫理条例的なものについては

制定されておりませんし、そういったところについては十分承知の上

しているところでございますので、特段、現時点においては定める必

要がないというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

髙味議長  残り時間あと６分５１秒です。 

 佐々木さん。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 議長に３回目の質問だけども申し上げたいのは、一般質問通告書に

答弁者指名欄がありますよね。精華町ないんだけど、これは木津川市

があるから多分書いてあるんでしょう。書きました。全然違うじゃな

いですか。指名したって全然答弁しないじゃないですか、何ですか、

この運営は。ばかにしているんかい、議員を。書かせておいて答弁し

ない。どういうことやねんということですよ。 

森本議員  ちょっと言いすぎや。 

竹川議員  いえ、もっともな意見です。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 何のためにこの通告書があるんですかとなりますよ。もう質問に戻

りますね。後で相談しましょう、この変なやり方。 

 戻りますけれども、今の答弁を聞いていると、いわゆるまともに答

えてくれてないんですよ。もちろんおっしゃったとおり、事務局職員

の一部をやることはあり得る、監査委員も、事務局も、議会も。そう

いうことを私は否定してないんです。けれども、ちゃんと条例を設置

してこの組合に議会事務局機能も監査事務局機能もあるよということ

を宣言した上で併任辞令を出せばいいじゃないですか。管理者からは

事務局の辞令を出す、そして議長からは議会事務局員の辞令を出す

と。それが普通ですよ。 

 だからちゃんと任命権者から辞令をもらったら、その職員はさっき

局長がおっしゃったように管理者の下、仕事をしているというのは、
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管理者に従ったらいいし、議会事務局としての仕事をしているときは

議長の命令に従ったらいいわけですよ。だから明確にしましょうと言

っているんですよ、立場を。第１答弁であったみたいに意識で何とか

なりますじゃなしに、明確に職員に対してあなたは今は管理者の部下

ですよと、今は議長の部下ですよということを明確にしてやれば、局

長おっしゃるようにその時間を分けてやればいいんだから意識になり

ますよね。今ないでしょう。議会事務局も監査委員も設置条例がない

んだから辞令が出てないですよ、多分。出ていたらおかしいでしょ

う。つまり法令上は監査事務局も議会事務局もないということなんで

すよ。ないということなんですよね。今の答弁おっしゃるとおりで

す。法律は必置じゃないからつくらんでもいいとおっしゃったわけで

しょう。だからつくらんでいいという法律の建前に基づいてないんで

すよ。ないということは、今は管理者の部下としての義務しかないん

ですよ、今は。けれども、第１答弁で意識したらできるとおっしゃっ

たんです。こんなんあり得ない。法的根拠がない仕事をやるんです

か、そしたら。法的根拠がない仕事をやるという変な話ないですよ、

公務員が。だからちゃんとルールをつくりましょうと、規定をつくっ

て。ということを提起させてもらっているんだけども、それに一切答

えようとしないわけですから、これはまた議長会とかいろんなところ

に照会をしたいと思いますので、この件はこれ以上はいいですけれど

も、今の第２答弁、もし変えられないんだったらもう答弁は、３番ま

では結構だと思います。 

 ４点目の公平委員会議事規則に関しては、これ、第２質問でも申し

上げましたけれども、ルールがないということは事実上判断できない

から、傍聴人に対して、例えば退室だとか、許可だとかいうことを言

う根拠がないということですよね。 

髙味議長  残り３分です。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでいいのかどうかという問題ですよね。それを放置するのかど

うかについて確認したいと思います。 

 ３点目は、公告式はまた考えてください。 

 最後の件、これは管理者答えてくださいよ。管理者は絶対悪いこと

はしない、パワハラはしない、忖度もさせない、誰がそれを保障する

んですか。どういう規定にしたらそれが動くんですか。私ら議員の倫

理条例があるから、倫理条例の判断基準に従って動いています。やっ

ちゃっていいこと、あかんこと。それはみんなで考えてつくったルー

ルです。だから守ろうという話になるんです。 

 管理者が変わったとたんに基準が変わったら困るんです。だから全

国的には倫理条例があるんです。近隣組合はないとおっしゃったけれ

ども、あくまでも一部事務組合というのは市町村が持っている事務の

一部でしょう。ということは、市町村本体に相当あるのに、その一部
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やっているところがないというのは、それは理屈にならないですよ。

最後、明確に管理者、要らない理由を答えてください。 

 以上、お願いします。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長  事務局長でございます。 

 先ほどから佐々木議員のほうから議会事務局の設置根拠等、法的な

取扱いについての話でございます。これにつきましては、これまでか

らも申し上げていると思いますけれども、従来の組合の事務でありま

したり、条例なりを踏襲して今現在組合運営をしているところでござ

いますけれども、いろいろな指摘をいただいておりますので、この条

例等につきましては、もう一度全て点検をし、必要な見直し等があり

ましたら改めて検討し、提案させていただきたいというふうに思って

いるところでございます。 

髙味議長  残り１分。 

山本事務局長  あと倫理規定の関係でございますけれども、私が申し上げているの

は、それぞれの構成市町のところにあるから組合に必要がないという

ことで申し上げているものではございません。現時点におきまして、

この組合のところで管理者、また監査委員、そういったところの倫理

規定、倫理条例については設置する考えはないということで申し上げ

たところでございます。 

 以上でございます。 

髙味議長  これで佐々木議員の一般質問は終わります。 

 続きまして、２番目、宮嶋良造さん。 

宮嶋議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 木津川市の宮嶋良造です。 

 組合のホームページの充実をと題して、以下のことを管理者に問い

ます。 

 １つ、組合ホームページにあります管理者のご挨拶、施設竣工時の

挨拶がありますが、これに加えて管理者や副管理者による可燃ごみ減

量の呼びかけなど、今の必要な事項も加えるべきではないでしょう

か。 

 ２つ目、ホームページの具体的な改善点を提案していきます。 

 １つ、施設建設の経過が分かるページを作ってはどうでしょうか。

木津川市のホームページの該当する部分があります。これを張りつけ
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ることでもいいと思いますが、建設の経過等が分かるページを作って

はどうでしょうか。 

 ２つ目は、組合議会のページ、例えば議会日程や議会の傍聴の方

法、議会の議決結果、会議録などを作る必要があります。この部分は

議会で必要な内容を決めて進める必要があるかと思いますが、組合議

会のページが必要だと思います。 

 ３つ目は、組合の予算や決算の内容または監査結果のページ、これ

も必要ではないでしょうか。 

 ４つ目は、見学案内、今もありますが、これを充実させることが必

要です。見学の実績や見学の様子、写真なども加えて紹介してはどう

でしょうか。 

 ５つ目は、収集した可燃ごみの現状を市民、町民の皆さんにお知ら

せをするということです。例えば可燃ごみ以外のごみの混入などの状

況がどうなのか。市民や町民が改善すべき内容があるとすれば、それ

らを啓発する必要があるのではないでしょうか。 

 ６つ目は、入札結果を紹介するということです。 

 ７つ目は、構成市町のごみの関連する部分、ホームページ、これへ

のリンクを作ると。今あるのはそれぞれ精華町、木津川市のホームペ

ージのトップへ行くというだけになっておりますので、ごみ関連のペ

ージへのリンクを張る必要があるのではないでしょうか。また、逆に

精華町や木津川市から本組合のホームページへ分かりやすいリンクを

張るということも必要ではないかと思います。 

 以上、お答えください。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 宮嶋議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 １点目でございます。本組合につきましては、構成市町の区域内で

発生する可燃ごみを処理する環境の森センター・きづがわの管理及び

運営に関する事務を行うものであることから、ホームページにつきま

しては、それらの事務を中心として情報提供する手段として活用して

おります。 

 平成３０年９月の供用開始から３年が経過をし、今後の施設の管理

及び運営に係る情報発信や啓発なども必要になってくると考えており

ますので、令和４年度におきましてホームページの更新を予定してお

ります。その際に検討させていただきたいと考えております。 

 次に、２点目についてでございます。①から③の内容につきまして

は、検討したいと考えております。 

 なお、組合議会や監査結果等につきましては、議会や監査委員の皆

様にもご相談をさせていただき、整理することが必要と考えておりま

す。 
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 ④の見学に係る写真の掲載につきましては、被写体ご本人様の承諾

など、後に問題等が発生することがないよう留意をする必要がござい

ます。ご提案の趣旨を理解し、魅力あるホームページづくりに努めた

いと考えております。 

 ⑤番の収集ごみの現状につきまして、木津川市からのごみ組成調査

結果の情報提供や事業系ごみの抜き打ち調査による展開検査を実施し

ている限りにおきましては、特段不燃物や危険物の混入はありません

が、ごみの中には番線状の金属類など、施設の運転に支障を来すもの

がありますことから、構成市町とも連携して情報発信や啓発等に努め

たいと考えております。 

 ⑥の入札結果の紹介につきましては、木津川市の例を参考に検討し

たいと考えております。 

 ⑦の構成市町のホームページとのリンクにつきましては、構成市町

と協議をし、改善に努めてまいります。 

 以上でございます。 

髙味議長  宮嶋さん。 

宮嶋議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再質問を行います。 

 今回、組合のホームページの充実ということを取り上げました。こ

の環境の森センターができてまだ日が浅いわけではありますけれど

も、既にこうした環境施設の運営をしているホームページというのは

たくさん存在しております。それらを参考にすればそんな難しい話で

はないし、今の状況の中でやはりホームページというものが多くの

方々に見ていただけるものだろうと思います。だけども、見ていただ

く魅力のあるものにする必要もあろうかということで質問をさせてい

ただきました。 

 具体的には、１つ目の問題については、令和４年度に更新をすると

いうことですので、そのときに検討いただきたいと思います。 

 それで①から③についてもご答弁いただきました。議会のページ等

は、それこそ我々自身がその内容を決める必要があろうかと思います

し、そのことによってよりよいものができるのだろうというふうに思

っております。 

 見学についてですけれども、今、コロナ禍の状況の中でなかなか現

場、このセンターに来ての見学は難しいかも分かりませんが、例えば

ホームページで見学といいますか、ごみ焼却の様子を動画にして見て

いただくことはある意味やりやすい方法かとも思います。そうした実

際の焼却の過程、ごみ搬入から最後のところまでどうなっていくのか

ということを見ていただくような動画を作ることも一つの方法かとい

うふうに思います。 

 あとの問題についても、全体として改善をするという趣旨でご答弁

をいただきましたので、引き続きそれらは見守っていきたいというふ
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うに思います。 

 何よりも今大事なことは、多くの方が苦労されて作り上げたこのセ

ンターを多くの市民、町民によってこれからも支えていただくという

ことだろうと思います。そのために分かりやすいホームページでセン

ターを知っていただくということになろうかというふうに思います。 

 また、今課題になっているごみの分別や減量、これを進める力にも

なると思います。ぜひそういう方向でお願いをしたいと思っておりま

す。 

 今、再質問、具体的なところでは、見学の問題だとか、それからホ

ームページの重要性について述べさせていただきましたけれども、改

めて付け加えることがあればお答えをいただきたいと思います。 

 以上です。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長  事務局長でございます。 

 宮嶋議員からの一般質問につきましては、昨年の決算時にも同様の

ご意見をいただいているところでございます。それを受けまして令和

４年度にホームページを改善していきたいということで、後ほど提案

させていただきます令和４年度の予算案のところにもそういった経費

につきまして盛り込ませていただいているところでございます。 

 議員のほうからおっしゃっていただきましたように、この施設を多

くの市民の方に支えていただくためには、まず施設を理解していただ

くこと、そして安定稼働に努めているということにつきまして、きち

っと情報発信をしていくことが何よりも大事だというふうに考えてお

ります。地元の皆さん方だけではなく、広く市民の方、木津川市民、

精華町民の方にご理解いただくことが大事だということで考えており

ますので、ホームページの充実につきましては検討していきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 また、構成市町とのホームページのリンクにつきましては、去る１

月２４日に担当課長会議を開いた際に改めてホームページのリンクに

ついて協議をし、改善を図っていこうということで構成市町とも確認

をしたところでございます。 

 以上でございます。 

髙味議長  宮嶋さん。 

宮嶋議員  ありがとうございます。 

 以上で一般質問を終わります。 
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髙味議長  宮嶋良造さんの一般質問は終わりました。 

 続きまして、３番目、竹川増晴さん。 

竹川議員 

 

 

 

 

 竹川です。 

 このごみの問題というのは、ご存じのように世界的にも日本でも環

境問題の一番中心的な問題になっています。私は、今回は特にプラス

チックごみに絞って質問をさせてもらいます。 

 平成３０年からプラスチックが燃やすごみとして収集することにな

りました。私は精華町に３０年以上住んでいますけれども、これは住

民にとっては大きな取組だと思っています。それまで細かく分別して

いくということにようやく慣れてきたということなんですけれども、

ある一定のかなりのプラスチックが燃やすごみとして収集することに

なったということは、住民の中でも大きな話題にもなりましたし、私

も今、精華町桜が丘のほうで自治会の役員をしていますけれども、話

題に出る中の大きな話題の一つです。 

 打越台環境センターでは焼却処理できなかったプラスチックごみが

焼却処理可能になったということが、要するにかなりのパワーがある

ということでこういうことができたんだと思います。今、１つには住

民から喜ばれてはいるんですが、一方で、プラスチック、基本は石

油、原油から生成されていますので、きちっと燃やせば水と二酸化炭

素に分解できるわけですけれども、プラスチックの中には有害物質も

含まれていますし、なかなかきちっと処理しにくい厄介なものだとな

っています。この本センターの機械や配管を腐食させないかなどの不

安もあります。 

 そこで、２点伺わせてもらいます。 

 家庭系ごみ、事業系ごみで可燃ごみ、不燃ごみ、それぞれの中のプ

ラスチックごみの含有率というのはおよそ何％なんでしょうか。 

 ２つ目は、これまで燃やせないごみ、燃やさないごみで出していた

ビニール、プラスチックごみを燃やすごみにした品目、これは１から

７、７品目あるんですけれども、その中のプラスチックごみの種類で

いうとどういうものに当たっているんでしょうか。例えばＰＥ、ＬＤ

ＰＥなどあるんですけれども、それについて答弁をお願いします。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 竹川議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 １点目でございます。組合では焼却処理という観点から、水分、可

燃分及び灰分の３成分の割合と水分を取り除いたいわゆる乾物基準に

よる６種類の組成調査を年４回実施しております。 

 このごみ質調査におきましては、ごみピット内のごみを抽出して行
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山本事務局長 

つづき 

っておりますので、ご質問にある家庭系ごみ、事業系ごみのそれぞれ

に含まれるプラスチックごみの含有量は調査をしておりません。 

 なお、本組合で処理するごみは、粗大ごみを除く家庭系可燃ごみ及

び事業系一般廃棄物ですので、ご質問の事業系の不燃ごみは、そもそ

も本組合の処理対象外であることから把握をしておりません。 

 ２点目につきまして、本組合では、家庭系ごみのプラスチック類の

うち、ビニール・プラスチック容器包装以外のいわゆる廃プラスチッ

ク類について可燃ごみとして取り扱っておりまして、プラスチック類

の組成により区分はしておりません。 

 可燃ごみの対象物につきましては、環境の森センター・きづがわの

稼働に合わせまして構成市町と組合で調整をしておりますが、個別具

体の分別につきましては、各構成市町で判断されるものでございま

す。 

 以上でございます。 

髙味議長  竹川さん。 

竹川議員  適当に持ってきたんですけれども、ペットボトルを出すときには皆

さん剝がして洗って出しますよね。ここに三角形でＰＥＴ１とか書い

てあるんですけれども、日本の場合、大体１がかなり多いんですけれ

ども、皆さんこういうところら辺はすごくよく注意しているんです

ね、興味があって。興味というとちょっと失礼なんですけれども、だ

からこういう中で一気に燃やすというところと、やはりかなりビニー

ル、プラスチックの中には有害な物質も当然含まれていますので、そ

ういうものに対して、地球環境に対してセンターがどのように対応し

ているのかというのは皆さん非常に関心を持っているんですね。なの

に調査をしていない。 

 私はおよそでいいから教えてほしいというふうに聞いているのは、

やはりそういう調査をやってほしいと、およそでいいのでまずはやっ

てほしいという意味だったんですけれども、調査をしていないとか、

（２）でいうと区分はしていない、各市町にお任せしているという答

弁なんですけれども、やはり現場であるセンターとしては、一体どう

なっているのかというのを専門家に来ていただいてそれぐらい調査は

できるわけですから、そういう調査をやろうという検討をするという

ことは考えているんでしょうか。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 事務局長でございます。 

 今ご質問ありましたプラスチックの含有率の関係ですけれども、こ

ういったことについての調査方法につきましては、環境省のほうから
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山本事務局長 

つづき 

一般廃棄物処理事業に関する指導に伴う留意事項ということで通達が

出ているところでございます。それに基づきまして焼却処理場で必要

なごみ質調査はしているというところでございますので、今おっしゃ

っていただいたような個別具体の調査、そういったところにつきまし

てはすることは考えておりません。 

 以上でございます。 

髙味議長  竹川さん。 

竹川議員  先ほど来、そういうホームページの充実という質問もありましたけ

れども、皆さん本当にこの問題は関心を持っている、意識の高い、若

い世代にしても環境問題は一番意識が高いわけですから、ホームペー

ジを見たときに、こういうふうなものを燃やしているんだなと、また

施設としてはこういう対策をしているんだなというのを本当に知りた

がっているんですね。ですから、ホームページを充実させていくとい

う中で、１つにはセンターとしても啓蒙していくという姿勢も大事で

すし、こういうことを調べて、そしてホームページも載せていくと、

大体こういうプラスチックの種類でいうとこういうのが多いですよ

と、こういうのを処理していますよと。そしてこういうふうな対策を

していますよということを充実していく中で、調べないとまず分から

ないと思うんですよね。何も調査もしていない、区分もしていないと

いうだけだったら非常に話も抽象的ですし、ぜひ厳密にということま

で私は言っていないので、やはりきちっと専門家も入れて調査もして

もらって、そして現在こういう状況ですということを今後ぜひ検討し

ていってもらって、ホームページにも載せてもらい、充実させてもら

いたいと思うんですけれども、検討する気持ちは一切ありませんか。

それとも検討は考えているんですか。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 先ほど答弁させていただきましたように、ビニール・プラスチック

類のどういった品目が入ってきているのかということでございますけ

れども、プラスチックにつきましては、議員もご承知かと思いますけ

れども、大きくは２４種類の組成に分類されます。そういったものが

どういった分類の割合で入ってきているのかどうかにつきましては、

私どもの組合で調べる必要はないというように考えております。 

 構成市町のほうでビニール・プラスチック容器包装であったり、プ

ラスチックの収集、そういったところでどういった品目があるのかな

いのかにつきましては、構成市町で必要というのであればそれぞれの

構成市町の中でごみの組成調査を行い、調査されるべきものというふ
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山本事務局長 

つづき 

うに考えておりますので、本組合に必要のない調査についてはする考

えはございません。 

 以上でございます。 

髙味議長  これで竹川増晴議員の一般質問は終わります。 

 続きまして、４番目、大野翠さん。 

大野議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６番、大野翠です。一般質問通告書に基づきまして、一般質問させ

ていただきます。 

 大きな１番、稼働率とＣＯ２の排出についてですけれども、日本に

は世界全体の３分の２ほどの焼却場があります。そのために１か所の

焼却場の容量に対する実際に焼却するごみの量は非常に低いという稼

働率の低下を招いています。稼働率が低ければ低いほど投入エネルギ

ー量にロスが生じ、日本全国の焼却施設の平均的な稼働率は五十数％

ほどとなっております。 

 では、稼働率が低いことで引き起こされる問題とは何か、それは投

入エネルギーのロスと無駄なＣＯ２の排出です。当センターでは、余

剰電力を売電しており、１炉だけでは運転必要電力を賄えるかどうか

というレベルでありまして、２炉運転をすればするほど余剰電力が増

えるということではありますが、当センターにおいて１号炉と２号炉

の稼働率はどうなっていますか。また、それによるＣＯ２の排出はど

うなっていますか。 

 大阪広域事務組合のホームページには、サーマルリサイクルの取組

として、ごみの焼却の際に発生する高温燃焼ガスが持つ熱エネルギー

によりボイラーにて蒸気を作り出し、発電及び熱として利用している

ということが掲載されていました。ごみ焼却工場では、ボイラーで作

った蒸気を工場内の暖房や給湯に利用するとともに、蒸気タービン発

電機で発電し、工場の運転に利用しています。 

 また、近隣施設への蒸気供給によって近隣の温水プールの施設に利

用されていたり、電気事業者への電気の売却を行い、エネルギーの有

効活用に努めておられたりしています。当センターにおいてサーマル

リサイクルとして何に取り組んでいるのか伺います。 

 大きな２番、２つ目です。ごみ処理広域化によるデメリットについ

て伺います。 

 ごみ処理広域化によるメリットとしては、施設の統合・集約化によ

って施設規模が大きくなるために、スケールメリットによって単独施

設を複数整備するのに比べ、施設建設費や維持管理費の削減ができま

す。また、環境面においても、施設の統合・集約化によって施設規模

が大きくなり、大規模な発電設備の設置が可能となり、これにより効

率的な発電により発電量の増加ができます。そして発電量の増加によ

り二酸化炭素発生量削減に寄与するなど、環境への影響を低く抑える

ことが可能となります。 
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大野議員 

つづき 

 しかし、デメリットとして、運搬コストの増加、排気ガスの増加が

言われています。運搬距離の増大によって運搬効率が悪化し、ごみ運

搬車に投入する燃料、これはガソリンやＬＰガスなどが増えます。そ

の燃料代によって従来よりもコストがかかると言われています。そし

て排気ガスの増加ですが、運搬コストと同じ理屈によって運搬車によ

って排出される排気ガスが従来よりも増え、環境に対する負荷が増加

するとのことでありますが、当センターはこの２つのデメリットに該

当するでしょうか。 

 また、ごみの収集段階において構成市町の排出区分や収集形態が統

一されていない場合、処理後の資源回収が非効率となる場合がありま

すが、当センターにおいてどのように統一を図っているのか伺いま

す。 

 最後、大きな３番です。有害物質について伺います。 

 ごみ焼却炉によるダイオキシン類排出量は、国内総排出量の８割か

ら９割を占めています。現在は従来問題とされてきた硫黄酸化物、酸

化水素あるいは窒素酸化物といった物質から微量汚染物質と言える有

機塩素化合物や重金属に移ってきました。しかし、ダイオキシン類に

対する対策が窒素酸化物抑制と矛盾する点もあります。 

 そこで、当センターにおける廃棄物の焼却に伴う有害物質の発生と

その対策について伺います。よろしくお願いします。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 １点目の１つ目でございます。本施設供用開始後の平成３０年９月

１３日以降において、平成３０年度の稼働率でございますが、１号炉

が８０．５％、２号炉が７９．５％、令和元年度の１号炉が７３．

５％、２号炉が７１．９％、令和２年度の１号炉が７４．５％、２号

炉が８０．８％でございます。 

 ２点目につきまして、施設から排出される二酸化炭素の量について

は測定をしておりませんが、ごみの焼却に当たっては完全燃焼に努め

ており、ごみ焼却に伴うＣＯ２の排出量につきましては、ごみに含ま

れるプラスチック量には関係いたしますが、焼却炉の稼働率により増

減するものではございません。 

 ３点目でございます。本施設におきまして蒸気タービン発電機によ

る発電に利用しており、施設への電力供給と余剰電力の売却により歳

入確保に努めております。 

 ２問目の１点目でございます。環境の森センター・きづがわは、木

津川市合併時の木津町、山城町及び精華町の間の覚書に基づきまし

て、相楽郡西部塵埃処理組合の枠組みを維持した上で木津川市が施工

主体となり建設されたもので、組合はその運営管理を担っておりま

す。 
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山本事務局長 

つづき 

 この環境の森センター・きづがわの建設に当たりましては、用地選

定時から木津川市から組合及び精華町に対しまして節目節目に情報提

供等を行い、取り組まれておりますが、木津川市域での建設を前提と

しておりましたので、打越台環境センターへ搬入する場合と比較をい

たしまして、収集地域によっては運搬距離が当然変わるものでござい

ます。したがいまして、ご質問の環境の森センター・きづがわの建設

に伴う運搬コスト等の増加に関しまして、本組合が直接関係するもの

ではございません。 

 ２点目につきまして、本組合につきましては、木津川市と精華町の

家庭系可燃ごみと事業系一般廃棄物を共同して処理するための組織で

ございます。本施設で処理する家庭系可燃ごみの範囲につきましては

統一しますが、構成市町におけるごみの排出区分や収集形態につきま

しては、それぞれの構成市町において検討されるもので、本組合の業

務として直接関わるものではないことから、答弁を差し控えさせてい

ただきます。 

 ３問目につきまして、本施設は各種法令等の基準を満たすよう、公

害防止や排ガス処理設備機能を有するよう設計をし、整備した施設で

ありまして、排ガス等については日々の連続測定を踏まえた温度管理

と薬剤処理などにより適正に処理をしております。また、各種法令等

に基づき定期的に測定をしており、供用開始後、これらの測定値が基

準を超過したことはございません。 

 以上でございます。 

髙味議長  大野さん。 

大野議員  では、再質問をさせていただきます。 

 大きな１番、１つ目ですが、今、稼働率が７０％から８０％、多い

ときで１００％を超えているんですけれども、この稼働率を維持する

ために取り組んでいることまたは取り組まなければならないことは何

かありますでしょうか。 

 ２つ目、ＣＯ２の削減のために取り組んでいることは何かセンター

としてありますか。 

 ３つ目、サーマルリサイクルの取組により当センターが得る利益が

あると思いますが、それはどのようなことが挙げられますでしょう

か。 

 大きな２つ目の質問ですが、平成３０年１０月１日からごみの収集

区分の変更が行われ、竹川さんがおっしゃっておりましたけれども、

今まで燃やさないごみとして分類されていたものが燃やすごみにな

り、市民、町民にとっては大変便利になったと感じておりますが、そ

の区分変更になった経緯についてもう一度教えていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 
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髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１つ目の稼働率を確保するためというところでございますけ

れども、この焼却施設につきましては、設計当時から年間２８０日の

稼働を標準として設計しているものでございます。定期点検でありま

したり、日々の確認等がございますので、１年間を通じてそれぞれ大

体２８０日程度の稼働で設計をしているところでございまして、現時

点におきましては、おおむねそれに似通った稼働率となっております

ので、適正にごみ処理を計画上盛り込み、取りかかってきているとい

うところでございます。 

 また、ＣＯ２の削減に取り組んでいることは何かというところでご

ざいますが、そもそもＣＯ２が発生する原因といたしましては、プラ

スチック類に入っている化石燃料、これによりましてＣＯ２が排出さ

れるというところでございますので、ＣＯ２の削減に取り組むという

ことよりは、その完全燃焼に努め、有害な物質を出さないような対策

で排ガスを処理するというところがこの組合としては主たる目的とな

ってくるところでございます。 

 また、サーマルリサイクルの利益というところでございますが、発

電に利用しておりますので、その余剰電力、これを売却することによ

りまして余剰電力の売却益がこの組合の利益として入ってまいりま

す。決算、また予算上でも計上しておりますけれども、現状でいいま

すと、年間おおむね３，２００万円程度の余剰電力の売却益があるも

のということで進めているところでございます。 

 また、ごみの区分の変更された経過でございますが、これにつきま

しては議員もご承知かと思いますけれども、打越台環境センターにお

きましても以前はプラスチック類も燃やしておりました。これにつき

まして、プラスチックを燃やすことによって焼却炉の温度が上がると

いうことでありますとか、そのことによって打越台環境センターの寿

命といいますか、耐用年数が非常に制限されるといったようなこと、

また、構成市町のごみ量が増えてきているということから、一旦、プ

ラスチック類につきましては民間施設のほうに委託をしたところでご

ざいます。ただこの民間施設で委託した後どうなっているのかといい

ますと、焼却処理をしたり、助燃材料として燃やしているところとい

うところでございますので、結局のところ構成市町で集めた、これま

で民間で委託したものにつきましても、焼却処理をしているというと

ころでございますので、そういったものにつきましては、構成市町の

中で域内処理の原則に基づいて処理をしていこうということで、当初

から廃プラスチック類につきましては焼却処理をすることを前提にこ

の施設を設計したところでございます。 

 以上でございます。 
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髙味議長  大野さん。 

大野議員 

 

 

 ありがとうございます。 

 いろいろな取組について今確認をさせていただきました。これから

もセンターにおいてよい取組をたくさん取り入れていただいて、焼却

処理を続けていただきたいと思います。私もさらに勉強を重ねてまい

りますので、また質問をさせていただきます。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

髙味議長  以上で一般質問を終わります。 

 

 ただいまから１０時５０分まで休憩いたします。 

（１０：３９） 

  《休憩》 

（１０：５０） 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第４、議案第１号「木津川市精華町環境施設組合会計年度任用

職員の給与等に関する条例の一部改正について」を議題といたしま

す。 

 管理者から提案説明を求めます。 

 管理者。 

河井管理者  議案第１号、木津川市精華町環境施設組合会計年度任用職員の給与

等に関する条例の一部改正につきましてご説明をさせていただきま

す。 

 本組合の会計年度任用職員の給与につきまして、京都府の最低賃金

引上げに対応するため、所要の改正をするものでございます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、詳しくは事務局長より説明をさせていただきます。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 議案第１号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第１号は、管理者の提案趣旨説明のとおり、本組合の会計年度

任用職員の給与について改正をするものでございます。 

 本条例につきましては、条例の制定時にもご説明をいたしました

が、組合の構成市町のうち、木津川市の会計年度任用職員の給与等に

関する条例を準用して制定をしております。木津川市では、令和３年

度の京都府の最低賃金引上げ状況などを踏まえまして、去る１１月２
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山本事務局長 

つづき 

９日に開会されました木津川市議会定例会にて本組合が準用している

条例の一部改正案が提出され、可決をされました。現在、本組合にお

いては、会計年度任用職員はいませんので影響を受ける職員はいませ

んが、木津川市における条例改正を受けまして、本組合におきまして

もこれに準じて京都府の最低賃金を下回ることがないよう改正するも

のでございます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

髙味議長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

 竹川さん。 

竹川議員  今現在会計年度任用職員はいないということですが、表を見せてい

ただいたときに給料月額となっていますので、最低賃金の引上げに伴

いまして一体時間給幾らで計算しているのかというのを分からないも

のですから、改正前は時間給幾らで計算して、今回の改正では時間給

としては幾らで計算しているのか教えてください。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長  事務局長でございます。 

 報酬単価の目安といたしまして、時間単価で換算いたしますと、現

在１時間当たり９５４円の単価となってまいります。これに対しまし

てこの改正によりまして９７５円に改正になるというところでござい

ます。 

 以上でございます。 

髙味議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ほかございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

 なければ質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 

  （なしの声） 

 

 なければ討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めま
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髙味議長 

つづき 

す。 

 

（賛成者起立） 

 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第１号「木津川市精華町環境施設組合会計年度任

用職員の給与等に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 

 次に、日程第５、議案第２号「木津川市精華町環境施設組合管理者

等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について」を議題と

いたします。 

 管理者から提案説明を求めます。 

 管理者。 

河井管理者  議案第２号、木津川市精華町環境施設組合管理者等の賠償責任の一

部免責に関する条例の制定につきましてご説明をさせていただきま

す。 

 地方自治法の一部が改正されたことに伴い、本組合の管理者等の損

害賠償責任の一部を免責することに関し、構成市町の取扱いに準じ

て、必要な事項を定めるための条例を制定するものでございます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、詳しくは事務局長より説明をさせていただきます。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長  事務局長でございます。 

 議案第２号の補足説明をさせていただきます。 

 構成市町におきましては、議案第２号と同様の条例が既に制定され

ておりまして、その一部免責の割合につきましては、議案書の最終ペ

ージに記載の参考資料のとおりでございます。本組合の事務につきま

しては、本来それぞれの構成市町が行う一般廃棄物処理のうち、可燃

ごみの処理を共同して行っているものですので、本組合の管理者等に

係る免責割合につきましても、構成市町と同様に地方自治法施行令第

１７３条の規定に基づき、損害賠償責任を負った場合の免責割合につ

きまして、基準給与額に管理者６、副管理者または監査委員４、公平

委員会の委員２、組合の職員１を乗じて得た額を控除して得た額につ

いて免責とするものでございます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

髙味議長  説明が終わりましたので、これより質疑を行いますが、本件に関し
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髙味議長 

つづき 

ましては、地方自治法第２４３条の２第２項の規定に基づき、議決を

するときはあらかじめ監査委員の意見を聞かなければならないことか

ら、定例会招集告示に伴い、本議案が示された去る２月１日に私から

組合監査委員へ書面により意見聴取を行いました。 

 なお、２月４日付で監査委員両名による書面での意見をいただき、

本日、その写しを皆様のお手元に配付しておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 大野さん。 

大野議員  第２条に善意かつ重大な過失がないときとありますけれども、当組

合においてどのようなときが当てはまりますでしょうか。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長  事務局長でございます。 

 善意かつ重大な過失がないときというところでございますけれど

も、善管注意をもって業務に当たっておりますので、こういったこと

はまず生じないということで考えているところでございます。意図的

に不正行為を行ってやったといったことがありましたら、当然これに

該当するものというところでございますが、今申し上げましたよう

に、管理者、また職員一同、善管注意をもって業務に当たっておりま

すので、このようなことはまず起こらないというふうに考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

髙味議長  ほかございませんか。 

 佐々木さん。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今の答弁は議案書と反しますよね。善管注意義務と善意かつ重大な

過失というのは法律的に違うんじゃないですか、度合いが。しかも大

野議員の質疑は、善意かつ重大な過失というのはどういうケースを言

っているんだという質問であって、起こるか起こらないかを聞いてい

るわけじゃない。起こらないなんていう話、誰も断言できないでしょ

う。起こり得るからこの条例をつくるんでしょう、違うんですか。起

こらないならこの条例は要らないじゃないですか。提案する意味ない

じゃないですか。起こり得るからこの条例を制定するわけですよ。け

れども、答弁は起こらないというわけですよ。だったら提案する理由

ないじゃないですか。 
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佐々木議員 

つづき 

 だから要するに善管注意義務じゃなしに、善意かつ重大な過失とい

うのはどういうケースなのかということを具体的に提示を願いたいと

いうのと、もう一点は、第２条の第１号から第３号、第４号はこれは

人によって違うので額は違ってきますけれども、第１号から第３号は

現在は額は確定していますよね。これは幾らになるのかというのを２

つの質問です。 

 以上です。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長  事務局長でございます。 

 先ほど申し上げましたように、どういったことが想定されるのかと

いうことでございますが、意図的に不正行為等があった場合というと

ころでございますので、当然こういったところにつきましては裁判等

で出てくるものということで考えております。 

 私が申し上げましたのは、善管注意義務をもって業務に当たってお

りますので、こういったことがまずないということで考えております

けれども、昨今、近隣の市町でもありましたように、公有地を買うと

きに裁判の中で裁量の範囲を超えて購入したとかというような事例が

ありますので、そういったことがあった場合というところで考えてい

るところでございますが、そういうことがないように業務に努めてい

きたいと申し上げたところでございますので、ご理解のほどよろしく

お願いしたいと思います。 

 それと、管理者等の金額でございますけれども、これにつきまして

は、地方自治法施行令の規則の一部改正をする省令の公布ということ

で、この条例を施行するときに総務省のほうから考え方が示されてお

ります。管理者の基準額等につきましては、地方公共団体の長がその

職務に関する職務を兼ねている場合、その者の報酬、給料または手当

てを含むものというところでございますので、管理者の場合ですと、

木津川市長として受けている報酬のほか、この組合で受けている管理

者としての報酬も全て含まれるというところでございますので、おお

むね１，０００万円程度になりますので、それの６倍ということにな

りますので、６倍を上限として免責をされるというところでございま

す。 

 以上でございます。 

佐々木議員  答弁漏れていますよ、答弁漏れ。 

山本事務局長  答弁漏れというところでございますが、いただきましたご質問につ

いては答弁をさせていただいたと考えております。 

 以上です。 
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佐々木議員  聞こえない。 

山本事務局長  ただいま質問いただいたことにつきましては、今答弁させていただ

いたとおりでございます。 

 以上でございます。 

佐々木議員  第２号、第３号聞いていますよ。会議録とってもらってもいいよ。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長  第２号、第３号でございますが、第２号につきましては、副管理者

というところでございますので、精華町の町長の金額でございますの

で、精華町の町長につきましては、８００万円から９００万円程度と

いうことで聞いておりますので、それの４倍ということでなっており

ます。 

 監査委員と公平委員につきましては、個人の所得もございますの

で、これにつきましては全額把握しているわけではございません。 

 以上でございます。 

髙味議長  佐々木さん。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 確認というか、お願いやから会議を混乱させることは言わないでほ

しいんですよ。さっきも申し上げましたとおり、この議案を提案して

いるのは、こういうことが起こり得るから、要するに賠償責任の最高

限度額を決めようという話でしょう、この提案は。起こり得ることを

前提に提案されるということを起こり得ないということを言ってしま

ったら提案の中心事項をスルーしちゃうので、だから聞かれているこ

と、必要なことだけ発言をしていただきたいんです、それは。 

 だからもう一遍聞きますよ。善管注意義務と善意かつ重大過失とい

うのは、これは違いますよね、民法上も含めて。だから善管注意義務

を果たしているからといってこれに問われないかどうかというのはま

た別問題ではないのかと思うんだけれども、要するに確認したいの

は、この条例を提案されているんだから、具体的にこの条例が運用さ

れた場合にどんなことが起こったらこの条例が動くのかということで

しょう、今問われているのは、聞いているのは。 

 だから本組合の例でもいいです。例えばどんなこと、もしかして今

さっき局長が答えたのは隣接する市のことかもしれないけれども、木

津川市の隣の市のことかもしれんけれども、そういうことも起こり得

るわけですよ、場合によっては。起こり得るわけですよ。ですから起
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佐々木議員 

つづき 

こったときの対応の仕方としての免責事項についてのルールだから、

だから起こり得るという、逆に言えば起こってもらったら困るので、

ここに書かれている管理者以下、組合職員については、今の議論を通

してこんなことをやっちゃいけないなということになるわけですよ。

でしょう、善意かつ重大な過失というのがはっきりすれば。具体例が

はっきりすれば。ここまで踏み込んじゃいけないなという警告にもな

るじゃないですか。 

 逆に言えばそこまで踏み込んだら最高６倍で済まないわけでしょ

う、この条例の解釈で言えば。この条例、今あった善意かつ重大な過

失がない場合にこの最高限度額が適用されるということですよね、こ

の解釈から言えば。ですから、例えば職員で言えば１倍、年収の１倍

ですね。１倍までで済むのは善意かつ重大な過失がないときだけでし

ょう。もしこの善意かつ重大な過失があれば、この１倍以上、裁判所

で認められた賠償額全部になるわけでしょう、そういう解釈ですね、

私の解釈。私はそう解釈しているんだけれども、その解釈が妥当かど

うか確認はさせてもらいたいと思うけれども。 

 という点と、第１号、第２号、第３号については、これは議案を提

出している以上聞かれるのは想定内でしょう。幾らなんだと、それぞ

れが。管理者、副管理者、監査委員とかが最高幾らまでなんだという

ことは聞かれるのは想定内ですよ。けれども、今、明確な答弁がない

わけで、申し訳ないけれども、提案準備がなかなかできていなかった

んじゃないかという気がしないでもない。 

 明確にこれはお願いをしたいということと、それとちょっと気にな

ったことを今答弁されたんだけれども、管理者については、さっきあ

ったみたいに木津川市長の給料とこの組合の管理者としての合算する

という答弁がありましたよね。ということは、第２号、第３号、第４

号も同じことになるという話になりますよね。 

 要するに公職として、公職としての報酬がありますよね。いわゆる

町長給与とか市長給与とかまたは管理者報酬とか、公職としての報酬

以外にその人の個人、プライベートな収入もプラスで認定した上で掛

けるこの数字という計算をするというのが今さっきの答弁なんです

よ。その解釈で間違いないんでしょうか。 

 つまり全てのその方の年収を合算して、それの掛ける倍率によって

この免責金額が決まってくるという答弁をされたんだけれども、それ

は間違いない。そこまでは調べ切ってないので間違いないということ

でよろしいんでしょうか。その２点よろしくお願いします。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 事務局長でございます。 

 ３点のご質問につきまして答弁させていただきます。 

 １点目の解釈については、佐々木議員の解釈のとおり私どもも解釈
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しておるところでございます。 

 具体的な金額でございますが、監査委員、公平委員については確認

をしておりません。監査委員、公平委員の方には損害賠償責任につき

まして、職を兼ねている場合、その者の報酬、給料または手当に含む

ものが全て合算されるというところで確認をしているところでござい

ます。 

 ３点目のご質問につきましてでございますが、今申し上げましたと

おり、地方公共団体等の長がその職務に関係する職を兼ねている場

合、その者の報酬、給料または手当を含むというところでございます

ので、市長の場合ですと、管理者の場合ですと木津川市長の給料も合

算されるというところでございますので、全ての報酬を合算するとい

うことではございません。 

 以上でございます。 

髙味議長  佐々木さん。 

佐々木議員  ちょっと私、今理解が全然追いついてないんですよ、申し訳ない。

この議案を読む段階では、いわゆる少なくとも公職での報酬の範囲で

の倍率と思っていたので、今の説明を聞くと、そうでなしに個人の収

入を合算したものに倍率を掛けるとなると、要するに例えば監査委員

さんとか、公平委員さんの報酬なんかしれているじゃないですか、う

ちらが出す報酬はしれているじゃないですか。これじゃなしにその方

の所得が多いか少ないかによって賠償責任額が変わってくるというこ

とになってしまうんですよね。 

 ただもう一個、さっきの答弁で気になるのは、じゃ、市長だとか、

町長だとかの場合は、仮に公職の報酬、給与以外のプライベートな収

入、例えば役員報酬だとか、また土地を持っていたら、そういった駐

車場や家を貸したときの家賃だとかいうものは含まれないと解釈でき

る答弁をされているんですよ。となると、公職にある人間はプライベ

ートな収入は含まれずに倍率がかけられて、そうではない民間人であ

る監査委員だとか、公平委員さんはプライベートな報酬を合算して倍

率が決められるというようなことになってしまうんだけれども、確認

します、最後に。そうなんですね。そういう解釈でよろしいですね。

きちっとした、もし違ったら資料を出してください、そこを。この計

算式の。消化不十分でこの議案決めちゃうような話になってしまうの

で、明確にお願いできますか。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 事務局長でございます。 

 先ほど説明させていただきましたように、この取扱いにつきまして
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は、既に総務省のほうから令和２年３月２７日付で通知があります。

その中で地方公共団体の長がその職責に関係する他の職を兼ねている

場合、今言いました控除額の基礎となる基準給与額年額をどのように

考えているのかというところで示されているとおりでございます。 

 その中で、給料または手当の額には、普通地方公共団体の長等がそ

の職責に関係する他の職を地方公共団体の長等の基準日時点におきま

して兼ねている場合においては、その者の報酬、給料または手当を含

むものとされているという解釈でございます。 

 このことによりまして、想定されるものといたしまして例示で挙げ

ていただいているのは、一部事務組合の管理者を構成団体の長が兼ね

ている場合がこういった場合に想定するというところでございますの

で、個人といったものは公平委員会それぞれの方がその職に同様の職

を兼ねている場合というところのその報酬、給料または手当という意

味でございますので、個人の例えば事業所得といったものについては

含まれていないというところで先ほどから答弁させていただいている

ところでございます。 

 以上でございます。 

佐々木議員  そんな答弁してへんよ。 

髙味議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ほかございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

 なければ質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 

  （なしの声あり） 

 

 なければ討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員は起立を求めま

す。 

 

  （賛成者起立） 

 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第２号「木津川市精華町環境施設組合管理者等の

損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について」は、原案のと

おり可決することに決定をいたしました。 
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 次に、日程第６、議案第３号「令和４年度木津川市精華町環境施設

組合一般会計予算について」を議題といたします。 

 管理者から提案説明を求めます。 

 管理者。 

河井管理者  議案第３号、令和４年度木津川市精華町環境施設組合一般会計予算

につきましてご説明をさせていただきます。 

 予算編成に当たりましては、令和３年９月から環境の森センター・

きづがわの建設工事に係る瑕疵担保期間が満了したことを受けまし

て、本組合の責任により定期点検・整備を行うこととなりましたこと

及び打越台環境センターの解体・撤去工事費の財源として借り入れた

起債の元金償還が始まることなどを踏まえた組合運営を行うための予

算といたしました。 

 令和４年度の予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億７，７１９万

２，０００円で、令和３年度と比較をいたしますと、８,１３６万

７，０００円の増額となりました。 

 次に、歳入でありますが、主なものといたしまして、構成市町から

の分担金と負担金につきましては、５億３，４９５万５，０００千

円、事業系一般廃棄物などの処理手数料として１億８，０２１万５，

０００円、雑入のうち余剰電力の売電料につきまして、３，２００万

円を計上しています。 

 続きまして、歳出でございますが、主なものといたしまして、環境

の森センター・きづがわの運転に係るごみ焼却処理事業費として５億

３,８６０万１，０００円、フェニックス事業や廃乾電池処理などの

ごみ焼却外処理負担事業費といたしまして、１，５９０万４，０００

円を計上しております。 

 なお、補足説明につきましては、事務局長から説明をさせていただ

きます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 議案第３号につきまして補足説明をさせていただきます。 

 令和４年度の本組合一般会計予算の総額につきましては、ただいま

管理者のほうから提案趣旨の説明のあったとおり、７億７，７１９万

２，０００円でございます。 

 まず、予算附属資料に基づきまして、歳入歳出予算の概要と事業ご

とに歳出の予算につきましてご説明をさせていただきます。 

 １ページをご覧いただけますでしょうか。 

 歳入に関しまして、款の区分ごとに前年度との比較を記載しており

ます。歳入予算に関し前年度と比較をし、増減した主な項目といたし
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ましては、分担金及び負担金に関しまして、令和３年８月末をもちま

して環境の森センター・きづがわの瑕疵担保期間が満了となりました

ことから、５月と１月に行っている定期点検整備の費用を組合負担と

なることなどによりまして１６．９％、７，７４８万９，０００円の

増、諸収入につきましては、余剰電力の売電料によりまして、令和２

年度の決算状況を踏まえまして２２．２％、６００万円の増、繰越金

につきまして４０％、２００万円の減となっております。 

 ２ページから４ページにおきましては、歳出につきまして前年度の

当初予算と比較をするため、目的別、性質別、節ごとの比較を記載し

ております。 

 ４ページを見ていただきますと、委託料につきまして、先ほど歳入

でご説明をいたしました環境の森センター・きづがわの定期点検、定

期保守に係る委託料などが増加することによりまして１３．７％、

５，８７０万３，０００円の増、組合で利用している電算機器のう

ち、サーバーにつきまして令和４年度末で５年が経過するための更新

が必要であることから、備品購入費につきまして１，０８０万円の

増、また、打越台環境センター解体・撤去工事等の財源として利用い

たしました起債の元金償還が令和４年度から始まることから、償還金

利子及び割引料等につきまして１，５２７万３，０００円の増となっ

ております。 

 ５ページにつきましては分担金の算出表、６ページにつきましては

負担金算出表を前年度と比較した表を記載しております。 

 また、７ページから９ページにつきましては、分担金、負担金以外

の歳入につきまして、節ごとに前年度と比較をした表を記載しており

ます。 

 次に、歳出につきまして事業ごとに説明をさせていただきます。 

 １０ページをご覧いただきたいと思います。 

 １０ページ上段につきましては、議会運営事業費を計上しておりま

す。令和４年度から議会運営委員会が予定されていることなどを踏ま

えまして、前年度と比較して議事録の作成に係る委託料などの増によ

り、１３万８，０００円の増の５９万４，０００円を計上したもので

ございます。 

 １１ページ上段につきましては、事務局運営事務事業費でありまし

て、前年度と比較をし、１，２７５万３，０００円の増額となってお

ります。この主な要因につきましては、先ほどご説明をさせていただ

きましたとおり、事務局内の電算ネットワーク機器の更新に係る経費

などによるものでございまして、また、令和４年度におきましてホー

ムページを更新するための経費につきましても委託料の中に計上して

いるところでございます。 

 １２ページの上段につきましては、基金利子積立事業費でありまし

て、財政調整基金のほか、３つの基金利子の積立てにつきまして定期

預金利率が低くなったことにより、前年度と比較をし、１５万円減の

４万１，０００円を計上しております。 

 １２ページ下段は、環境の森センター・きづがわ維持管理基金積立
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事業費でありまして、この基金の積立て財源のうち、一般廃棄物処理

手数料の一部からの積立金につきましては、前年度と同額を見込んで

おりますが、余剰電力の売却料につきましては、前年度と比較をし、

６００万円の増加を見込んでおりますことから、維持管理基金積立金

事業につきまして６００万円増の４，７７５万円を計上しておりま

す。 

 １４ページ上段は、清掃総務事務事業費でありまして、前年度と比

較をいたしますと８３１万４，０００円減の８，７７２万４，０００

円を計上しております。本事業費は、施設課職員に係る人件費、健康

診断に係る委託料及び打越台環境センターに係る汚染負荷量賦課金で

ございます。減額の主な理由につきましては、令和３年度に職員が１

名退職し、再任用しておりますことから、給与及び組合が負担する共

済費などの人件費が減少したことによるものでございます。 

 １４ページからは、ごみ焼却処理事業費で、環境の森センター・き

づがわの運転管理に係る費用でございます。前年度と比較をいたしま

すと５，４７１万８，０００円増の５億３，８６０万１，０００円を

計上しております。事業費の主な支出科目は委託料でありまして、そ

のうち主な委託業務につきましては、定期点検整備、日常点検、夜間

管理の運転管理のための運転管理業務委託でありまして、令和４年度

に実施をいたします定期点検整備を踏まえまして、３億８，４５６万

９，０００円を計上しております。 

 また、このごみ焼却処理事業費の財源といたしましては、一般財源

といたしまして木津川市、精華町からの普通分担金による３億７，４

１７万１，０００円と特定財源といたしまして一般廃棄物処理手数料

の１億６，４４３万円を充当することとしております。 

 なお、令和４年度の普通分担金の負担割合につきましては、組合規

約に基づきまして、令和３年１０月１日を基準日とし、その前の１年

間において構成市町が行政回収いたしました家庭系可燃ごみの重量割

合としているところでございます。 

 続きまして、１５ページ上段のごみ焼却外処理負担事業費でござい

ます。この事業につきましては、大阪湾フェニックス埋立処分場整備

事業に係る委託料や廃乾電池の処理などに要する経費でございまし

て、前年度とほぼ同額の１，５９０万４，０００円を計上しておりま

す。 

 １５ページ下段は、組合債元金償還事業費でございまして、打越台

環境センター解体・撤去に係る財源として、令和２年度、令和元年度

にそれぞれ起債を借り入れておりますが、このうち令和元年度に係る

起債償還が令和４年度から始まりますので、その償還額を計上してい

るものでございます。 

 １６ページ上段は、組合債利子償還事業費であります。 

 １６ページ下段は、予備費でございます。予備費につきましては、

従来１０万円を計上しておりましたが、令和３年９月からの環境の森

センター・きづがわの定期点検整備をはじめ、施設管理に当たり突発

的な対応をしなければならない可能性もございますので、他の同種の
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組合における予備費の計上状況などを踏まえまして、１００万円を計

上させていただいたものでございます。 

 続きまして、これらの事業を行うための歳入につきましてご説明を

させていただきます。 

 予算書によりご説明をさせていただきますので、予算書の６ページ

をご覧いただきたいと思います。 

 まず、分担金でございますが、５億１，９０５万１，０００円を計

上しております。分担金につきましては、普通分担金、打越台環境セ

ンター撤去分担金でございまして、その内訳につきましては、附属資

料５ページのとおりでございます。それぞれの分担金の前年度との増

減状況につきましては、附属資料５ページの前年度との比較の欄に記

載をしているとおりでございます。 

 予算書の６ページに戻っていただきたいと思います。 

 負担金でございますが、先ほどご説明させていただきました大阪湾

フェニックス事業や小動物の死体処理などに要する費用につきまし

て、予算額として１，５９０万４，０００円を計上しております。 

 なお、実際の負担金につきましては、それぞれの実績に基づきまし

て構成市町に求めているものでございます。 

 手数料につきましては、直接搬入に係るごみの処理手数料及び事業

系一般廃棄物の収集運搬業の許可更新に伴う手数料でございます。ご

みの処理手数料につきましては、令和２年度の搬入量と令和３年度の

動向から、令和４年度の事業系ごみにつきまして、令和３年度に計上

いたしました６，３００トンと同量を見込むとともに、令和４年度の

収集運搬業の更新許可の予定件数１６件に係る手数料を計上しており

ます。 

 ８ページにつきましては、雑入のうち余剰電力の売電料といたしま

して、先ほどご説明させていただきましたとおり、前年度より６００

万円増の３，２００万円を計上しております。 

 以上で、令和４年度の本組合一般会計予算の補足説明とさせていた

だきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

髙味議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑については、歳入、歳出ごとに行います。 

 また、一般質問を採用するようになりましたので、質疑については

議題となっている意見に対して行われるものであるから、現に議題に

なっている事件に対して疑問点をただすものでなければならないとあ

りますし、また、自己の意見を述べることができないとありますの

で、ご協力よろしくお願いいたします。 

 ただし、自己の意見を述べないと質疑の意味をなさないようなもの

であるときは禁止はしません。 

 まず、歳出から行いますが、どの資料の何ページかを示していただ

いた上でお願いいたします。 

 それでは、質疑を行います。 
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 質疑ございませんか。 

 宮嶋さん。 

宮嶋議員  宮嶋です。 

 予算書６ページの使用料及び手数料、手数料に関して、先ほどの説

明で一般廃棄物処理手数料は前年と同額を計上したとあります。それ

で、令和４年度の事業系ごみの持込み量の見込みが令和３年度と同じ

だということのようですけれども、維持管理状況が報告されておりま

す。令和２年と令和３年の状況が今、実数として分かるわけです。 

 これを見ますと、令和２年と令和３年の比較、令和３年は今現在で

１２月までが示されておりますけれども、そうしますと、令和２年と

令和３年の比較ではやはり事業系ごみの持込み量が増えております。

これをどういうふうに分析されて令和３年と令和４年が同じというふ

うにお考えなのか、もう少しそこのところをお示しいただきたいわけ

です。 

 と同時に、事業系ごみの減量ということも重要な課題ではないかと

いうふうに思うんです。これを当組合としてどのように進めていくの

かについてもお聞きをしたいと思います。 

 以上です。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 令和２年度の実績で申し上げますと、事業系ごみが６，３１４ト

ン、約６，３００トンでございます。令和３年度の１２月までの事業

系ごみの実績を見ますと、令和２年度と比較いたしまして７８トン多

いというところでございます。 

 この主な要因につきましては、草ごみといいますか、道路・公園等

から発生する草ごみによる影響が大きいというところで考えておりま

す。コロナの影響によりまして、飲食店でありますとか、そういった

ところから発生する事業系ごみにつきましては減少しているというと

ころでございますので、令和４年度のごみ量がコロナの影響によりま

してどういうふうになるのかにつきましては、なかなか推計するのが

難しいところでございますが、現状を見ますとほぼ同量の６，３００

トン程度が入ってくるものという見込みでございます。 

 なお、事業系ごみの減量努力というところでございますが、これに

つきましては、今後、構成市町のほうにも協力をお願いしようという

ことで思っておりますが、特に事業系ごみの中の草ごみ、これにつき

まして十分乾かさない状態で搬入されている状況も見受けられますの

で、十分乾燥させた上で持ち込んでいただきたいということの協力要

請を今後していきたいというふうに考えているところでございます。 



 36 

山本事務局長 

つづき 

 以上でございます。 

髙味議長  ほかございませんか。 

 佐々木さん。 

佐々木議員  幾つかお願いします。 

 まず、歳入やね。じゃ、いいです、歳出ですから。 

髙味議長  歳出です。 

佐々木議員  いいですか、歳出で。 

髙味議長  歳出、はい。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 歳出の関係で順次お伺いしますけれども、議会費の増額、これは会

議が増えるから会議録作成委託が増えるという話で、それは結構なん

ですが、委託業者の仕事としてどうなのかと。 

 例えばこの今議会の昨年１１月にやった第２回定例会、会議録がま

だ配付されていませんよね。２か月半たっています。全ての議会がそ

うとは言いませんが、通常、３か月おきに行われる定例会について

は、ほとんど議会では次の定例会までには前の定例会の会議録を出し

て、同じような議論が繰り返されないように、要するに議会はちゃん

と積み重ねの議論をするということにしようと思ってまたは正確な議

論をしようと思ったら、前回までの定例会、臨時会は別として、定例

会の会議録が配付されなかったら不正確な議論をまたやっちゃうとい

う話になるわけですよ。 

 要するに委託するのはいいんだけども、委託先を考えなあかんのじ

ゃないかということを申し上げたいんですね。２か月半たって出てこ

ないような委託先だとしたら、私らは安心して議会活動できません

よ。逆に言えばなぜ出てこないのか、２か月半たっても何で出てこな

いのか。これが委託業者側に問題があるんだったら、それはもう変更

すべきだし、幾ら安くたってそんなところはあかんという話になるわ

けですから、この会議録についての委託についてどう考えるのか、安

けりゃいいと、時間がかかっても構わないということになるのか。さ

っき私が申し上げたような原則を守ってくれるようなところを選ぶと

いうことになるのか、その点については厳しくお願いをしたいと思っ

ています。 

 同じく、それが１点目なんですけれども、それともう一点、同じ議
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会費で言えば、これも会議録がないので正確なことを申し上げること

をできないんだけれども、去年１１月の決算議会の際に議会の会議録

の公表方法について質疑をさせていただきました。そのときには議会

とも相談して考えると、出していくと答えています。会議録がないの

で正確かどうか分かりませんよ。私のメモではそういう答弁をされて

います。けれども、今、現段階になってまだ協議されてないですよ

ね。されてない状態で来年度、要するに令和４年度の新規予算が出て

きているわけです。だからもしかしたらさっきの一般質問の中であっ

たホームページの更新の中にそういったことが含まれているのかもし

れないけれども、説明がないから分からない、それは。だから要する

に１１月に答弁をされた議会の会議録の公開方法の検討については、

来年度どうするのかということが２点目であります。 

 ３点目は、昨年度の令和３年度の予算書と一応ざっとは比べてみた

んですけれども、昨年なくて今年ある分、要するに新規事業というの

が幾つかありますよね。新規事業についてその中身についてどれが新

規事業でどういう中身なのか、新しいものですから従来私らも経験し

ていないので、どういうものかということを説明願いたいというのが

３点目です。 

 ４点目は、これは次の議案とも関わると思うんだけれども、情報公

開の総務費のところで、昨年あった８万２，０００円が消えていま

す。その代わりに負担金のところかな、ところに負担金補助及び交付

金のところに新たに情報公開・個人情報が４万５，０００円と行政不

服審査会の運営経費が４万５，０００円入っているんですよね。この

不服審査のほうは初めてというか、なんだけども、この関係性、つま

り去年あった８万２，０００円の予算というのは情報公開・個人保護

と行政不服審査会の２つの審査会の報酬だけを合計するとそれぞれ４

万１，０００円だから、足せば８万２，０００円になります。これを

意味しているという理解でいいのか。 

 だとしたら、今回の令和４年度の予算、１２ページの上のほうにあ

る情報公開・個人情報審査会の運営負担金と行政不服審査会の負担

金、それぞれ４万５，０００円になっていますよね。つまり４，００

０円分多いというような話になるわけです、報酬以外に。この４，０

００円というのは、次の議案とも関わるのかもしれんけれども、４，

０００円の意味が一体何なのか、なぜ４，０００円という金額になっ

たのか、その算出根拠ですよね、４，０００円の。差額です。２つの

審査会の委員さんの報酬額と実際に今回提案されている予算の額との

差額、合わせたら８，０００円ですね。この４，０００円の意味と算

出根拠が４点目の質問です。 

 ５点目は、１１ぺージにあるネットワーク関係、これはさっきの説

明では、電算機の更新というような説明があったんだけれども、よく

分かりません。電算機の更新だけでこんなにお金がかかるのかという

のが率直なところなので、この内訳というか、なぜこんなにかかるの

かについてお伺いをしたいと思います。 

 ６点目は、監視委員会の件なんですけれども、これも、これは前回
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言ってなかったかな。監視委員会の活動が見えません。どういうこと

が話し合われているのか、やっぱりこれは公開することによってこの

センターの運営の教訓というか、意見だというか、いうことがなるわ

けですから、監視委員会の活動についてのどんな話合いがされていた

のかというのは公開する予定はあるのかどうかというのが６点目であ

ります。 

 それと、衛生関係ですが、衛生費関係では去年の当初予算からある

程度の割合でというか、かなりのパーセントで変動しているものが３

つあります。１つは運転管理業務委託、１億５，０００万円から３億

８，０００万円、２つ目がプラント点検委託１億６，０００万円から

８１０万円、３つ目はフェニックスの関係、約９０万円から１３０万

円、この３つがこれだけの大きな変動をしている理由についてそれぞ

れよろしくお願いします。 

 以上です。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 佐々木議員のご質問につきまして答弁をさせていただきます。 

 まず、議会の議事録の作成の関係でございます。これにつきまして

は、速やかに議事録を作成し、確認をする必要があるというご指摘で

ございますので、令和４年度の委託に当たりましては、議事録作成の

期間、そういったところにつきましても仕様書に明記をし、速やかに

議事録を作成していきたいというふうに考えているところでございま

す。 

 また、議会の議事録の公表の関係でございますけれども、これにつ

きましては、議会とも相談をし、公表についての検討をしていくとい

うことで答弁をさせていただいております。今後、令和４年度のホー

ムページの更新等も踏まえまして、議会のほうと議会のご意向も踏ま

えながら公表方法については検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

 また、令和３年度の予算との新規事業がどういったものがあるのか

といったところでございますが、新規事業につきましては、先ほど申

し上げました予算の附属資料で申し上げますと、１１ページの議会事

務局の運営事業費のところのネットワーク構築事業費、電算保守の関

係の内容でございます。 

 また、資料のところに新規という形で書かせてもらっておりますよ

うに、１５ページの組合債元金償還事業費、こういったところが新規

事業というところでございます。 

 ３点目でございます。３点目の情報公開・個人情報保護審査会との

関係でございます。後ほどの議案とも関連いたしますけれども、行政

不服審査会、それと情報公開・個人情報保護審査会につきまして、木
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津川市のほうへ事務委託をしたいというふうに考えておりまして、そ

れと合わせた予算編成でございます。この事務を委託するに当たりま

して、４万５，０００円を負担金として計上させていただいておりま

す。この４万５，０００円の根拠につきましては、木津川市における

行政不服審査会の委員につきまして、情報公開・個人情報保護審査会

の委員と兼ねておりますが、５名おられます。１名の弁護士、それと

１名の大学の教授、その他委員というところでございますが、５名お

られまして、その委員報酬が１回当たりに直しますと、５人出席され

ますと４万１，０００円、それと木津川市から来られておりますの

で、それに対する旅費等の費用弁償ということで４，０００円が必要

だということで木津川市のほうから聞いておりますので、合わせて４

万５，０００円を負担金として計上しているものでございますので、

前年度と比較いたしますと、さっき議員のほうから話がありましたよ

うに、情報公開・保護審査会等の報酬につきまして減じているという

ところでございます。 

 それと４つ目が電算更新の中身というところでございます。電算に

つきましては、供用開始に当たりまして設置をしているところでござ

いますけれども、事務職員のグループウエア関係のサーバー関係、そ

ういったところにつきまして、機器で申し上げますと約１，０００万

円ほどの費用がかかってくるということで見積りをいただいていると

ころでございます。それと合わせまして、その更新の更新作業、そう

いったものが入ってくるというところでございます。 

 監視委員会の活動についての公表というところでございますが、こ

れにつきましては、もともとこの監視委員会につきましては地元の皆

様方でこの施設の監視をしていただきたいということで地元区であり

ます鹿背山区、法花寺野区との話の中で立ち上げたものでございま

す。この内容につきまして公表するかどうか、どのような内容で公表

するかにつきましては、監視委員会のご意向もあろうかというふうに

考えておりますので、今後の検討課題というふうに考えているところ

でございます。 

 その次のご質問でございますが、運転管理に関しましてですけれど

も、運転管理につきましては、先ほどもご説明をさせていただきまし

たけれども、運転管理と維持管理ということで大きく２つに分かれま

す。運転管理のほうにつきましては、昨年と同様の金額で計上させて

いただいておりますが、維持管理につきましては、年々の維持管理の

点検する項目等が異なりますので、そういったことを勘案いたします

と、予算ベースで申し上げますと昨年度と比較をいたしましてこのよ

うな増額になっているというところでございます。 

 それとフェニックスの関係でございますが、フェニックスの関係に

つきましては、大阪湾フェニックスのほうから負担金についての話が

出てきております。これにつきまして２期計画につきまして負担金が

求められているわけでございますが、これは大阪湾フェニックスのほ

うの施設計画によりまして増えてきているものというところでござい

ます。２期につきまして事業費的には１３３万１，０００円の負担が
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入ってくるというところで聞いておりますので、それを計上させてい

ただいているところでございます。 

 以上でございます。 

佐々木議員  漏れています。 

髙味議長  回数に入れませんので言ってください。 

佐々木議員  だから一番最後から２つ目の要するに予算書でいったら１５ページ

の一番上にあるプラント機器点検委託について大幅に額が変わってい

ますよね。この点です。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長  すみません、漏れておりました。失礼いたしました。 

 このプラント点検につきましては、機器の点検整備に合わせまして

法定点検というものがございまして、その法定点検の点検手数料、こ

れにつきましては組合負担というところでございますので、点検項目

によりましてその年々のプラント点検整備費用については増減してい

るというところでございまして、昨年度と比べて法定点検が増えてき

ているというところでございます。 

 以上でございます。 

髙味議長  佐々木さん。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １回目の答弁ありがとうございます。 

 要するにまだ答えてもらっていないのが、今年度の会議録の委託先

が何でこんな時間がかかるのかということに答えてもらっていないん

ですよ。もっと言えば今答弁があったのを意地悪く解釈すると、令和

４年度の仕様書には期間を区切って発注するというか、仕様書に書く

ということは、逆に勘ぐれば今年度、令和３年度まではいつまでたっ

てもいいよという仕様書だったという話になっちゃうんですよ。作っ

てさえくれれば別に２か月かかろうと、３か月かかろうとどうぞとい

う委託だったという話になっちゃうんですよね。そうだったかどうか

は大きな問題です。要するに安かろう悪かろうになっちゃうんです、

そうなると。 

 だから本当に令和３年度は、今、局長が答弁されたように、令和４

年度は仕様書に期日を書き込むということは、令和３年度まではなか
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ったということなのかどうか。だから要するに委託業務、委託発注業

務との根幹に関わるので、特にこの会議録に関しては。そこは分かる

ようにご説明願いたいと思います。 

 会議録の公開は、さっきの一般質問にあったようにホームページの

更新に合わせて相談をするということで、これはぜひとも積極的にこ

ちらも案を出していきたいとは思っています。これは結構です。 

 要するに情報公開、今のちょっとよく分からなかったのは、木津川

市の人は弁護士さん以下５人いるとおっしゃったんですかね。となる

と、この委託というのは、うちの組合のメンバーではなく、木津川市

の審査会のメンバーに委託するということなのか、それとも事務だけ

を委託するのか。事務だけを委託するのか、それとも審査するメンバ

ーも組合のメンバーじゃなしに木津川市のメンバーでお願いするとい

うふうに聞こえてくるんです。そう聞こえてくるんです、今の答弁を

聞く範囲で。木津川市のほうは５人いて、こうこうこうで４万１，０

００円プラス市外から来ている人がいるから交通費４，０００円とい

うことでのこの額だと、額の計算はいいと思います、それは。分かり

ましたけれども、これは次の議案とも関わるんだけども、そういう意

味で委託をすると。事務も人も、要するに事務をやることも、それか

ら審査委員メンバーも木津川市で全面的にお願いするという趣旨なの

かどうかということです。 

 逆に言えば、これは次の議案に関わっちゃうから言いにくいけれど

も、だとしたら今持っている組合の関係するメンバーや条例は要らな

いという話なんですね。事実上死文化するということになりますよ

ね。その関係でどういうふうな、今は予算審議だけども、メンバーも

含めて全て委託するという意味合いで計算をされているかどうかだけ

確認をしておきたいと思います。 

 しかもネットワークの関係で、別に更新すること自体がおかしいと

言っているわけじゃないんだけれども、素人目で見て僅か３年ちょっ

とで全面更新しなあかんような額がかかってしまったら、３年おきに

１，０００万円という額が更新費用として電算にかかってくるのは異

常だと思うんですよ、この額は。この規模で、要するに。これが数百

人の市役所とかだったらまだ分からないでもないけれども、なぜ稼働

してから僅かな期間でこれだけの全面更新と思えるようなことが起こ

るのかですわ、聞きたいのは。これが１０年ほどたって老朽化してい

るというなら分かるし、例えば１０台あるパソコンのうち１台が故障

したというなら分かるけれども、だったらそんなに額がかからないじ

ゃないですか、１，０００万円単位の額なんかかからないじゃないで

すか。だからサーバー等々おっしゃったけれども、なぜこんな短期間

でこんな額がかかるのかというのがこのネットワーク更新の話として

の説明を求めたいことであります。 

 もう一個、監視委員会のことはかなりクエスチョンマークがつく答

弁があったんだけれども、監視委員会は私費で井戸端会議をやってい

るわけじゃないですよね。公費を使って公務としてやっているんです

よね。そのことが公表できるかどうかについては答弁できないとおっ



 42 

佐々木議員 

つづき 

しゃっているんですね。もちろん公表の度合いはありますよ。例えば

固有名詞は消すだとかいうこととか、一定の配慮をしながら公表する

方法もあるでしょう、それは。けれども、公表するかしないかという

根本のところについては、やはりこれは公費を使って運営する以上、

何が行われてどういう意見が出ているのか。だってここを無視したら

このセンターの運営は秘密になるじゃないですか、逆に言えば。 

 だから地元の意見というのは聞くのが当然だと思うんだけれども、

その意見の中で、もちろん意見の中には妥当性があるものとないもの

があるかもしれないけれども、妥当性がある意見さえ公表しないとい

う方法を取ってしまったら、一体後年度というか、後になって誰がそ

れを検証するんだという話になってしまいますよ、このセンター運営

と地元との関係。 

 つもりもっと先のことを言えば、次のセンターの候補地を探すとき

に、地元との関係をどう保ってきたのかと、成功も失敗も含めて。そ

の検証をしようと思ったら、この監視委員会の話合いの中身というの

はある程度、プライバシーは伏せるとしても、意見は一定公的な文書

として残して誰もが見れる、誰もがというか、一定後でも見れる状態

にするということが必要なわけで、その点について再度確認しますけ

れども、これは検討課題という答弁があったけれども、少なくとも直

近の監視委員会では、このことについては議題になるのかどうかです

よね。また、河井管理者としてこのセンター運営に関して、精華町の

ときもそうでしたよね、地元の声とかあったわけだから、地元の声に

ついてひたすら隠すという態度なのか、いや、それは共有しましょう

と、地元の声は大事だ、共有しましょうという姿勢で臨まれるのかに

ついて確認をしておきたいと思います。 

 あとの衛生費関係の委託費の変動だけれども、確認したいのは、例

えば投入量が増えるから金額が上がるというのがそれは当たり前の話

じゃないですか。それはそれでいいんですよ。だから量が増えること

で変わる要素なのか、そうじゃなしに一番最後のフェニックスに関し

ては、ちょっと中途半端というか、私も完全消化してないけれども、

聞く範囲では、量が増えたんじゃなしにフェニックス側の新たな計画

のための負担金部分が増えたとも解釈できる答弁をされているんです

ね。だから要するに量が増えて、または量の増減によって負担金が増

減するのは当たり前です。それ以外の要素があるんだったらそれは何

かということをお聞きしているんです。 

 運転維持管理もよく分からないのは、予算書を見ると、１４ページ

のほうには運転管理業務委託で３億８，０００万ぐらいありますよ

ね。これは前年度の当初は１億５，２５０万円ですよね、２倍以上に

なっている。この中に今の答弁では２つの要素があるとおっしゃった

かな。維持管理関係とそれ以外の運転管理はほぼ横ばいだけれども、

維持管理関係が増えているという話があった。その内訳をはっきりさ

せてほしいんです、２つに分かれているんだったら。 
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高岡議員  議長、議事進行。動議ですわ。動議、議事進行で。 

髙味議長  ちょっと待って、終わってから。 

佐々木議員  ちょっと今のは何の動議ですか。 

 議長、今、何の動議ですか。 

髙味議長  続けてください。 

佐々木議員  今の発言は何ですか。 

髙味議長  続けてください。 

佐々木議員  何ですか、今の発言は。なかったことにするんですか。 

髙味議長  なかったことじゃなしに、今は手挙げてないから。 

佐々木議員  そんな、真面目にやってくださいよ。 

髙味議長  挙手をして、挙手をして初めて取り上げます。挙手がなかったで

す。 

佐々木議員  ありましたよね。 

髙味議長  なかったです。 

佐々木議員  ありましたよ。 

髙味議長  してへんやろう。 

佐々木議員  ありましたよね。挙手しましたよね。 
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高岡議員  してないです。 

髙味議長  してへんねやろう。 

佐々木議員  じゃ、今の発言は何ですか。 

高岡議員  議事進行のちょっと。 

竹川議員 手挙げていましたよ。 

髙味議長  普通のやじに対しては取り上げません。 

佐々木議員  議長、挙手しましたよね、今。 

髙味議長  挙手したんか。 

高岡議員  取り消します。 

佐々木議員  いや、しましたよね、挙手を。駄目です、そんなのは。 

髙味議長  本人が、挙手している。挙手はこれが挙手です。私は、いや、あな

たとの今質疑中で、あなたの質疑について聞いているわけで、しっか

りと挙手をもらわんと私としては挙手してないという判断をしていま

す。 

佐々木議員  挙手したでしょう。したでしょう。 

高岡議員  簡潔に質疑していただけるように議長の議事進行よろしくお願い申

し上げます。 

髙味議長  それは私が当ててないねんから、それはもう不適切発言でしかない

ねん、やじと一緒やから。それはもう取り上げられません。 



 45 

高岡議員  はい。 

髙味議長  続けてください。 

高岡議員  やじです。 

佐々木議員  じゃ、やじだったらやじで反省してくださいよ。 

髙味議長  やじに関しては取り上げられません。 

 続けてください。 

 それと、今言われたように、私も初めに皆さんにお願いしたとおり

長時間にならないようにご協力はしていただきたいということだけは

付け加えておきます。 

 どうぞ。 

佐々木議員  議長の発言というのは、要するに審議をするなということですか。 

髙味議長  だから長時間にならないようにまとめてくださいと。もう佐々木さ

んの。 

佐々木議員  分かりました。 

髙味議長  質問は３０分たっていますので、一般質問でも３０分以内というこ

とを決めている中で。 

佐々木議員  それは話が違うでしょう。 

髙味議長  このコロナ禍の中ですのでご協力をお願いしたいということで、皆

さんにお願いをしたことでございますので。 

佐々木議員  議長、分かりました。続けます。 

髙味議長  聞いてもらえる、聞いてもらえへんはもう個々やから。 
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佐々木議員  続けます、続けます。いいですか。 

髙味議長  個々やから。 

佐々木議員  続けます。いいですか。続けます。よろしいでしょうか。 

髙味議長  個々が判断してください。 

佐々木議員  よろしいですか。続けます。 

 要するにさっきの件も分かるように説明しなければこれだけ時間が

かからないんです。私、以前の議会でも、この会議でも。 

髙味議長  意見は後で聞きます。質問を続けてください。 

佐々木議員  だから質問です。 

髙味議長  質疑です。 

佐々木議員  質疑です。質疑です。以前の会議でも、要するにお願いをしまし

た。分かりやすい資料を提供してくれたら質疑時間は短くなりますよ

ということはお願いをしました、何度か。 

 今回、今の、意見になっちゃうかもしれないけれども、議長がおっ

しゃるけれども、私の質疑が長くなるのは私だけの責任ですか、的確

な答弁があったら２回目の質疑をしなくて済むんですよ。それを横に

置いてそういうことばかり言われて。 

髙味議長  協力はお願いをしているだけでございます。 

佐々木議員  それを言われて、議長。それを言われて不規則発言が出てくるとい

う。 

髙味議長  今の事情も含めて各議員が努力してくださいというお願いです。 

佐々木議員  ですから努力しているじゃないですか。分かりやすく質問していま
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す。しかし、それに対して的確な答弁がなかったり、前回と違う答弁

をされたりしたら、それは放置できないでしょう、普通。 

髙味議長  いや、丁寧な答弁だと思っておられるんちゃいますか、皆さん。 

佐々木議員  だから時間が延びることを議員だけの責任にされたら困る。 

髙味議長  自分の求める答弁が正しいということではないですので。 

佐々木議員  そんなこと言っていません。そんなこと言っていません。 

髙味議長  行政側としての答弁はしっかりとされていると思います。 

竹川議員 されていません。 

髙味議長 それは、もう皆さん分かっているんちゃう。 

高岡議員  質問するならするで。 

佐々木議員  止めているのはあんたじゃないですか。 

 だからそれだけです。取りあえず答弁してください。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 まず１点目でございます。議会の議事録の関係でございます。これ

につきましては、ご指摘、速やかな議事録の作成ということのご指摘

でございますので、令和４年度につきましては再度注意をして対応し

てまいりたいというふうに考えております。 

 次の２点目でございます。情報公開・個人情報保護審査会、それと

行政不服審査会の委託の関係でございます。これにつきましては審査

会事務も委託しますので、事務の処理をする者につきましても木津川

市のほうでしていただきますし、審査につきましても木津川市の情報

公開・個人情報保護審査会、また行政不服審査会のメンバーのほうで

していただくということでございますので、この組合の中で事務を取
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り扱うということではありません。 

 ただし、行政不服審査会につきまして、審理員につきましては、こ

の組合のほうで対応せざるを得ないというところでございますので、

行政不服審査会につきましては、審理員を除きまして木津川市のほう

で事務をしていただくということでございます。 

佐々木議員  何て言った、聞こえない。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 審理員。 

 行政不服審査につきましては、審査会事務と審理員というのがござ

いますので、審理員につきましてはこの組合のほうの事務となってま

いります。それ以外の事務につきましては木津川市のほうに全て委託

をするという形で考えております。 

 それとネットワークの関係でございますが、私の答弁の中で、回答

の中で勘違いを与えたのか分かりませんけれども、サーバーの構築期

間は５年でございます。この令和４年度末をもちまして５年を経過い

たしますので、サーバーの機器としてのメンテナンス期間、また、ソ

フトウエアのバージョンアップをするでありますとか、そういった更

新の期間が今後対応できないというところでございますので、令和５

年度に向けてのサーバー構築というところでございます。 

 それと４つ目の環境監視委員会の関係でございます。これは先ほど

も答弁させていただきましたとおり、鹿背山区、法花寺野区の方、そ

れと学識者が２名おりますけれども、そういったメンバーで構成され

ている監視委員会でございまして、これにつきましては地元の意向も

含めまして公表の範囲につきましては行政側だけで決めるというもの

ではなく、監視委員会とも協議をし、調整した上で公表をしていきた

いというふうに考えています。 

 なお、先ほど佐々木議員がおっしゃっていただいたように、監視委

員会の記録をするということと監視委員会の内容を公表するというこ

とは別物ということで考えております。議事録も取っておりますし、

資料につきましても保存しておりますので、今後、監視委員会でどの

ような議論をされたのかにつきましては、検証できるように書類は整

えているところでございます。 

 それと、フェニックスの関係の委託費のことでございますけれど

も、このフェニックスの負担金といいますのは、現状のフェニックス

の整備・管理、それと今後第３期計画が出てまいりますので、第３期

計画に対するいろいろな調査でありましたり、今後出てまいりますよ

うな建設費用についての委託料が出てくるというところでございます

ので、ここで上げているフェニックスの委託料につきましては、ごみ

の搬入する量によって関わるものではなく、フェニックスが整備する

費用、これに対しましてあらかじめ第２期計画ですとこの組合の中で

どの程度のものをフェニックスに運ぶのかといったことが当初に計画
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されておりますので、当初のごみ量に基づいた按分という形で来てお

りますので、現状のごみ量で按分をしたり、負担金が変わるというも

のではございません。 

 それと委託料の関係でございますけれども、ちょっと見にくくて申

し訳ないですけれども、令和３年度に計上しております委託料につき

ましては、２つに分けて計上させていただいておりました。維持管理

業務委託が１億５，２５０万円、それとプラント整備定期保守委託料

が１億６，２９０万円、合わせまして３億１，５４０万円が令和３年

度に計上させていただいているものでございます。 

 この契約につきまして、令和４年度からは１つの契約でしておりま

すので、合算いたしますと３億８，４５６万９，０００円という形で

計上させていただいているところでございます。その内訳といたしま

しては、運転管理に関わります維持管理業務委託、これにつきまして

は前年度と同額を計上しております。ただし、プラントの整備点検保

守委託のほうにつきましては、前年度が１億６，２９０万円に対しま

して、令和４年度は２億３，２１２万２，０００円ということで、約

７，０００万円増というところになっているところでございます。 

 これは先ほど申し上げましたように、令和３年度と令和４年度で点

検する機器件数が違いますので、こういった内容になっているという

ことでございます。 

 それと先ほど答弁漏れになっていると思いますけれども、情報公開

と個人情報保護審査会、それと行政不服審査会を木津川市に委託した

場合、現状の条例は要らないのかどうかというところでございますけ

れども、現状の条例に基づく内容を木津川市のほうに委託いたします

ので、これらの関連条例につきましては、そのまま残しておくという

ことで考えているところでございます。 

 以上でございます。 

髙味議長  佐々木さん。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さっきも一応注意があったので、あまりやりませんけれども、漏れ

ているのは、要するに今年度の会議録委託というのは期限がなかった

んですかと確認しているんですよ。期限がなかったから、さっき例で

挙げたように１１月の会議の結果が今２月上旬だけれども、２か月半

たつけれども、出てこない。もちろん出てくるというのは、当然いろ

んな署名議員の話もあるからその期間も当然要るわけで、その期間を

短縮して委託しなかったら無理でしょう、当然のことながら。という

ことになっているのかどうか、答弁漏れがあるので、議長はちゃんと

答えたとおっしゃったけれども、漏れがあるので、そこはやっぱり、

ここを反省しなかったら令和４年度のほうに予算を執行するからとい

ってよろしくない話になるわけだから、そういう意味で確認させても

らっているので、別にいじめているわけじゃないので、仕様変更する
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のと、私が指摘したこれだけでいいのかについても点検しなあかんわ

けですよ。目的を達成するための仕様というのはちゃんと点検しても

らえるのかということも含めて、今の現行の仕様がどうなっているの

かについては明確にしていただきたいと思います。 

 次の議案に関することは飛ばしておきますが、よく分からないのが

衛生費の今、局長が運転管理業務委託３億８，０００万円のやつが前

年度については２つに分かれていてというのは分かりました。 

 ただそうなると、令和４年度予算案の１５ページの一番上にあるプ

ラント機器点検委託の８１０万円というのは、これは新規になってく

るんですね、そうなると。前回ここのところに１億６，２９０万円と

いうのがあったんですよ。要するに今の話だと、１４ページの下から

３つ目にある運転管理業務が１億５，２５０万円で、これと１５ペー

ジの一番上にあるプラント関連の１億６，２９０万円を合わせたも

の、プラスアルファで新たな３億８，４００万円になっているという

説明だったわけで、そこは分かります。説明して分かります。 

 そしたら、令和４年度も出てきているこの１５ページの一番上のプ

ラント機器点検委託というのは、前年度を見ると吸収しているにもか

かわらず残っているということは、これは新規事業という話になるん

だけれども、そうじゃないと説明つかないですよね。 

 ですから、毎回申し上げて申し訳ないけれども、要らん質問をせん

でいいように説明をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 先ほどから議事録につきましては、議会からのご指摘ということで

先ほどから聞いているところでございます。この議事録の作成につき

ましては、議事録の点検、業者から出てきた後の点検等の作業につき

まして十分考慮できていないというところで反省しているところでご

ざいますので、業者から出てくる内容、それとそれをさらに事務局の

ほうで間違いがないかどうか、誤字脱字がないかどうかという点検作

業も含めた作業期間も考慮した上で、令和４年度につきましては業務

発注をしていきたいというふうに考えているところでございます。 

 それと衛生費の委託料の関係でございますけれども、令和４年度、

８１０万円で計上しておりますプラント機器点検委託料につきまして

は、昨年度はプラント機器点検委託ということで１，４００万円を計

上しているものでございますので、これにつきましては、令和３年度

の予算の計上から項目は変えておりません。令和３年度予算におきま

して１，４００万円だったものを８１０万円で計上しているものでご

ざいますので、プラント関係で申し上げますと、維持管理業務委託、

プラント整備点検保守委託、それと法定点検に係るプラント機器点検
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委託ということの３本立てでございまして、そのうちの維持管理業務

委託、それとプラント整備点検保守委託の２本が１つになったという

ところでございますので、３つで挙げているものが２つになったとい

うご理解でお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

髙味議長  ほかございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

 ただいまから１時５分まで休憩といたします。 

（１２：１０） 

  《休憩》 

（１３：００） 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 歳出の質疑が終わりましたので、これより歳入の質疑を行います。 

 宮嶋さん。 

宮嶋議員  すみません、私、最初に聞き間違って歳出がありますので、それで

１問だけ許していただけませんでしょうか。最初、歳入を質問させて

もらいまして、歳出は後だと私聞き間違ったようでしたので、歳出が

１問ありますのでお願いできませんでしょうか。 

髙味議長  マスクの関係で聞き取りにくいということがありましたので、宮嶋

さんの発言を許します。 

 宮嶋さん。 

宮嶋議員  すみません。予算書附属資料の４ページに節別の予算の比較表があ

ります。説明のところでも少しありましたように、節１２、委託料が

予算の全体の６２．７％を占めています。委託内容は予算にも示され

ていますけれども、どことどのような委託契約をしているのかが分か

りません。委託内容が分かる一覧表を資料として示していただきたい

んですが、いかがでしょうか。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 事務局長でございます。 

 今すぐに手元のほうにそういった取りまとめた資料がございません

ので、今言われた一覧表というものにつきましては、後日改めまして
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議会からの要請ということでありましたら準備させていただきたいと

思います。 

 今回、委託の関係でございますけれども、どの程度委託をしている

のかという件数につきましては答弁できますので、まずそちらのほう

をさせていただきたいと思います。 

 まず、令和３年度の現時点での状況でございますが、入札件数が５

件、随意契約が４５件でございます。随意契約のうち、複数の見積り

を取れるものにつきましては取った上で随意契約をしております。 

 令和２年度の実績につきましては、入札件数が４件、随意契約４３

件という内容でございます。 

 以上でございます。 

髙味議長  宮嶋さん。 

宮嶋議員  ありがとうございました。 

 予算書にも決算書にも委託契約の一覧というものはありません。議

会に諮られるべき契約の金額も大きいものがありますので、ほとんど

議会に諮られるものはないので、ぜひ後日で結構ですので、一覧にし

て資料として出していただきますように議長からもお願いをしていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

髙味議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今、宮嶋議員のほうから資料請求の要請がありました。 

 皆さんにお諮りいたします。 

 本議会として資料を請求することにご異議ございませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

 異議なしと認めます。 

 そしたら後日か、お願いいたします。 

 ほかございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

 なければ質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 

  （なしの声） 

 

 なければ討論を終わります。 

 お諮りいたします。 
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 本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員は起立を求めま

す。 

 

  （賛成者起立） 

 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第３号「令和４年度木津川市精華町環境施設組合

一般会計予算について」の件は、原案のとおり可決することに決定い

たしました。 

 次に、日程第７、議案第４号「木津川市精華町環境施設組合と木津

川市との間における行政不服審査会等の事務委託に関する協議につい

て」を議題といたします。 

 管理者から提案説明を求めます。 

 管理者。 

河井管理者  議案第４号、木津川市との間における行政不服審査会事務等の事務

委託に関する協議につきましてご説明をさせていただきます。 

 本組合における行政不服審査会及び情報公開・個人情報保護審査会

に関する事務について本組合で行うことが困難であることから、地方

自治法第２５２条の１４の規定により、本組合と木津川市による協議

により規約を定め、令和４年４月１日から木津川市へ当該事務を委託

したいので、議会の議決を求めるものでございます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、詳しくは事務局長より説明をさせていただきます。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 議案第４号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第４号につきましては、管理者から提案説明のありましたとお

り、本環境施設組合の行政不服審査会及び情報公開・個人情報保護審

査会に関する事務につきまして、地方自治法第２５２条の１４第１項

の規定によりまして、当該事務を木津川市に委託するため、地方自治

法第２５２条の１４第３項によりまして、木津川市との協議を行うに

当たりまして、議会の議決を求めるものでございます。 

 この行政不服審査会等につきましては、これまで特に審査請求の事

案はありませんが、これらの審査事務につきましては、第三者に対す

る行政処分が作為であったか否かなどに対する審査となりますことか

ら、関連条例を制定した当時から事務処理をする上での課題がありま

したが、整理できずに今日に至っている状況でございます。 

 このため、木津川市と事務調整を行った結果、木津川市において当
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該事務について受託をしていただけることで調整ができましたことか

ら、第三者に不利益のないよう委託をしたいと考えておるところでご

ざいます。 

 なお、木津川市とは、来る２月２４日に開催されます木津川市定例

会に同様の議案を提出するよう調整しておりまして、環境施設組合議

会及び木津川市議会で可決をしていただきましたら、令和４年４月１

日から委託できるよう速やかに木津川市と協議を整えたいと考えてい

るところでございます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

髙味議長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 竹川さん。 

竹川議員  精華町としては、この議案第４号を見るまでは全く聞いたことがな

いもので、木津川市の議員さんとか、木津川市としては事前にお話は

聞いていたというふうに聞いています。先ほどの一般質問での佐々木

議員の中身とも関連をしますけれども、木津川市長である管理者に対

して木津川市職員でもある４人の本組合の職員が行政不服に対して、

やはり忖度が働く可能性があります。牽制機能が働かない。 

 例えば木津川市ではなくて精華町にするとなれ合いはなくなるんじ

ゃないかというふうに思います。ですから、全く精華町としては聞い

たことがない。それから牽制機能が働かない精華町にしたらいいんじ

ゃないかと、忖度が働きませんので、そういうふうに思っているの

で、この議案第４号についてはできれば取り下げてほしい。また、継

続動議も考えております。 

 以上です。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 先ほど竹川議員のほうから事務局職員は木津川市からの出向のみと

いうような趣旨でございますけれども、事務局職員につきましては、

木津川市、精華町それぞれから出向している職員で構成しているもの

でございますので、精華町のほうに委託をすると忖度が働かないとい

ったようなことではないのではないかというふうに考えているところ

でございます。 

 この議案につきましては、以前から精華町、また木津川市のほうに

は、この条例といいますか、行政不服審査の関係の条例等を制定する

ときに、当時の事務局長が精華町、木津川市に委託できないかどうか

ということを協議されて、木津川市、精華町とも受けられないといっ
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たような状況でございましたが、このたび行政不服審査に関して、こ

の組合のほうに事業系一般廃棄物の収集許可の許可権限等も来ており

ますので、そういったことを踏まえて木津川市のほうの理解を得られ

て、今回木津川市と規約を締結し、委託をしていくというところでご

ざいますので、木津川市に委託をするから忖度が働くとかいったこと

ではないというふうに考えております。 

 木津川市とこの組合とは別組織でもございますので、出向職員の意

向によって木津川市の中で何か忖度をされたようなことにはならない

というふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

髙味議長  ほかございませんか。 

 佐々木さん。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今、竹川議員からあったように、これは初耳なんですよね。去年の

１２月段階でも別件で全協があったけれども、そのときもこの話がな

かったわけですよね。だから経緯を知りたいんです。木津川市さんと

はいつ頃からこの協議に入っていたのか。 

 なぜ、もしそれが１２月以前だとしたら、去年の。以前だとした

ら、なぜこういう方向で考えているという話がなかったのかという経

緯の部分です。 

 同時になぜ今かということなんですね。さっきの答弁の中で、木津

川市、精華町ともいろいろすんなりいかなかったような話があって、

だからなぜ今受けてくれるのかということです、逆に言えば。なぜ今

なのかという点ですよね。 

 それと、提案理由にあるように、設置運営をすることが困難という

ことが理由になっています。設置運営、どっちもですね。置くことも

運営することもどちらも困難という理由なんですよ。ということは、

これは当組合だけの話とは限りませんよね。ほかの一部事務組合だっ

てそういうことがあり得るわけです、広域も含めて。そんなに一部事

務組合の職員がふんだんにいるわけじゃないから、そういう意味でや

りにくいということであるんだったら、だからこの提案の経緯が自前

で運営設置ができない、だからお願いをする。でも自前で運営設置で

きないというところはうち以外にもある。なのに、分からないです

よ、ほかのところももしかして提案されたのか分からないけれども、

情報がないから分からないけれども、なぜ当組合だけが委託をするの

かと。よく答弁に要するに似たような組合の動きなんかも重視をされ

ているにもかかわらず、なぜうちだけなのかという点について、明確

にお願いをしたいと思っています。 

 さっきのやり取りで聞こえなかったのでずれるかもしれんけれど

も、この第２条では、委託された事務は全て木津川市側の条例規則を

運用するわけですね、この場合は。だから結果は、しかし、こちらに
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帰属をするということになりますよね。さっきも言った設置と運営両

方だから、そうなると全てかどうかということですよ。つまり委員の

人選から任命、受けたときの受理、運用、結果、解任まで、全てをこ

れ、一切うちとしては関わらないというふうに読めるんだけれども、

全てに関わってこれは全面的に木津川市ということになるように見え

てしまうんですよね。 

 それと、費用に関しては甲が負担するとなっていますね、うちが負

担すると。組合が負担するとなっているんだけれども、さっきの予算

審議の中でも４万５，０００円という予算は委員報酬と交通費、つま

り実費のみですよね、上がっているのは。でも実際に委託先は事務を

やるわけで、事務をやる人の人件費だとか、場合によっては文書通信

費とかいったようなことは当然発生しますよね。コピーしたり、様々

な郵便物でやり取りしたりとかいうことが発生をしますよね。それに

ついてはさっき通った予算には載っていないわけですね、計上されて

いない。つまり実費弁償と言われる報酬と交通費以外は木津川市に払

わないということが前提の今回提案なんだけれども、じゃ、このいわ

ゆる第３条の乙が支弁し、甲が負担するといった仕組みというのはい

わゆる限定的なもの、報酬と交通費だけのことを言っているというふ

うに解釈することができるんですよね。その点についてよく分からな

い点も多々あるんです。 

 取りあえずその経緯についてもうちょっとご説明願えませんか。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 この議案を提案するに至るまでの経過でございますが、直近の経過

といたしましては、令和３年５月に第１回組合担当課長会議にて事務

委託の検討を進めることをご説明し、木津川市のほうへ事務委託の検

討を打診・調整するということを確認したところでございます。その

経過を踏まえまして、１０月２７日に開かれました担当課長会議にお

きまして、おおむね木津川市と調整がつきそうだということで説明を

させていただきまして、１１月１０日に開催されました組合の管理者

会議、これは正副管理者も出席していただいての管理者会議でござい

ますけれども、管理者会議において当該事務を木津川市のほうに委託

をしていくことについて内容を説明し、了承を得たところでございま

す。 

 そういった経過を踏まえまして、受皿である木津川市のほうにおき

まして、年が明けまして令和４年１月に調整会議、また、１月の半ば

に政策会議を行いまして、木津川市として組合からの要請に基づきま

して委託を受けることの協議をしていくことにつきまして、議会の議

決を得た後やっていくということにつきまして組織決定をしたという

経過でございます。 
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 それと、他の組合との状況がどうかというところでございますが、

他の組合につきましては、それぞれの組合におきまして検討されると

ころでございますので、それぞれの事情があろうかと思いますけれど

も、この相楽管内での他の組合と違うところにつきましては、この組

合におきましてはプロパーの事務方の職員はおりません。先ほど申し

上げましたように、木津川市、精華町での出向する職員によりまして

おおむね２年から４年程度の人事異動に基づきまして職員が変わって

いくというところでございますので、こういった行政不服の関係であ

りますとか、個人情報保護の審査の関係につきましての事務につきま

して、構成市町のうち木津川市におきまして担当している専門性を持

った職員のほうにその事務を委託するほうが適切に処理できるだろう

という判断でございます。 

 また、委員の人選・任命のことにつきましてでございますけれど

も、この事務を木津川市のほうに委託をするわけでございますので、

木津川市に置かれている行政不服審査会、また、情報公開・個人情報

保護審査会の委員の方、そちらのほうで議論されるものでございます

ので、そういった委員の任命といったものにつきましては、木津川市

のほうでされるというところでございます。 

 それと、費用負担の関係でございますけれども、規約に書いてあり

ますとおり、管理及び執行に関する経費については乙が支弁し、その

費用が甲が、この組合が負担するというところでございますので、予

算計上に上げさせていただいている経費といたしまして、負担金とし

て木津川市に払うものにつきましては、行政不服審査会の委員等の報

酬、それと交通費の実費弁償につきまして木津川市に負担をするとい

うところでございます。 

 なお、審査に当たりまして、資料等のコピーでありましたり、郵送

等が発生した場合につきましては、通常の組合の事務の経費の中で賄

っていくというところでございます。 

 以上でございます。 

髙味議長  いいですか。 

 佐々木さん。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ちょっと訳が分からないんだけれども、だから一番のポイントは、

今の話だとプロパー職員がいる組合は委託をしない。うちはいない、

全員が出向組なので委託をすると聞こえるんです。今回、これが提案

されたきっかけ、動機ね。ただプロパー職員の有無がこの事務ができ

ないとくっつくと考えられないですよね、必然的にイコールだとか。

だってプロパー職員だって情報公開とか個人情報のプロではないし、

言ってみれば実際のところそんなに頻繁に起こる可能性が低いような

ことだから、そんなそこにたけているというわけでもないですよね。

にもかかわらずそれが理由になっているというのは、だから提案理由
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がいまいち分からないんですよ。設置も運営もできないというところ

がプロパー職員がいないからとしか聞こえないので、そういうことが

この提案理由なのかというのがいまいち解せない状況があります。 

 費用の件でも、先ほどこの第３条に関して、委託事務の管理・執行

に要する経費と書かれているわけだから、基本的にこれ全部と読めま

すよね。さっき私が言った報酬とか交通費だけじゃなしに、この事務

を執行するに当たって、細かい話だけども、コピー代だとか、切手代

だとかまたは場合によってはその事務を遂行する職員の時給、人件費

ですよね。いわゆる例えば国からとか、府から下りてくる事務で言え

ばいわゆる事務費部分ですよね。だって委託事務と書いてあるんだか

ら、それは本来この条文からいったらうちが負担しなきゃならない話

で、要するに第一義的には木津川市が執行するけれども、立替え執行

するけれども、後々うちがその分は払いますというのが多分この第３

条の解釈だと思うんだけれども、今の答弁は違いますよね。 

 今の答弁だと、報酬だとか交通費は負担金で払うけれども、今の予

算のように払うけれども、それ以外の日常事務経費、人件費だとか、

事務経費だとかいうのは、別途うちが払う、直接払うという答弁だっ

たでしょう、今。直接払うと。そうすると第２条と第３条の関係から

いったらおかしな話になってくるんですよね。特に第３条の関係でい

ったら一切木津川市が、要するに発生した事務は木津川市が一旦払っ

て甲が負担するという話と違ってくるので、これはもうちょっとすっ

きりできないかという点ではどうでしょうかね。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 この議案の提案理由でございますけれども、先ほどご説明させてい

ただきましたとおり、情報公開・個人情報保護の審査請求、また行政

不服に関する審査請求、これの行った処分庁につきましては、他の議

案でも質問されていましたとおり、この組合のほうでするものでござ

います。その処分庁として事務を行った総務課のほうで不利益処分が

ある、不作為行為があるということで請求人から請求があってそれを

審査するということにつきましては、特に第三者の権利保護という観

点からすると、この組合の組織の中でしていくことは困難であるとい

う判断をしたということが主な理由でございます。その上で、佐々木

議員のほうから質問の中で、他の組合との違いはどうかというところ

でございましたので、職員体制につきまして違うということの趣旨で

申し上げた内容でございます。 

 それと、費用負担の関係につきましては、先ほど申し上げましたと

おり、行政不服審査委員の委員報酬、また、それに委員会を開催する

に当たりましての交通費の実費弁償、こういったものについて木津川

市のほうから求めるということでございますので、それを４万５，０
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００円として先ほどご可決いただきました予算に計上したというとこ

ろでございます。 

 当然審査に当たりましていろんな資料のコピーでありますとかいっ

たことにつきましては、こちらのほうで提供するものも出てきます

し、それぞれの処分庁から求められるもの、そういったものについて

のコピー、準備、そういったものは当然処分庁として行うべきもので

ありますので、それは通常の予算から執行するというご説明をした内

容でございます。 

 以上でございます。 

髙味議長  佐々木さん。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ちょっと全然すっきりしないんです、申し訳ないけれども。この提

案されている規約と今の答弁が食い違っていますよね、確実に。予算

執行上も無理ですよね。今から木津川市の事務経費が幾らかかるかを

試算してという話は多分困難だと思うんだけれども、通常こういう処

理というのは、先ほど予算の審議のときにもお聞きしたけれども、４

万５，０００円というのはほぼ全額が報酬と交通費でしょう、説明で

は。そう理解しています。 

 ということは、もし案件が発生して木津川市が事務を執行しようと

したときにその経費がゼロということですよ。執行できないと、ゼロ

という話。だから普通だったらこの場合、通常の役所の判断として

は、たとえ１，０００円でも顔出しで予算計上しておいて、実際に発

生したら補正予算を組んで、例えば３万円かかったら３万円、２万

９，０００円を増額補正するというのが通常のやり方ですよね。 

 だからもう一遍言いますが、第３条を普通に読む限り委託事務全部

を基本的に木津川市がまず執行するわけでしょう、出すわけでしょ

う、支出すると。その分をほぼ無条件にうちが補塡しますということ

でしょう。でも今の答弁を聞くとそうじゃないですよね。委員の報酬

と交通費は出しますが、それ以外の経費はうちが出しますと言ってい

るんですよ。だから今提案されている規約案と答弁が全く食い違って

います。これ以上質問できないので、これで終わりになっちゃうけれ

ども。 

 もう一つは、さっきのプロパーは関係ないという話があったけれど

も、だとしたら広域事務組合だってそんなに人間いないじゃないです

か、職員数。そこは関係ないのかと。だからなぜうちが特殊なのかと

いうことです。ほかの事務組合がやらないのに、うちがこれをやるこ

との特殊性がどこにあるのかというのは、プロパーの話は今関係ない

とおっしゃったわけですよ。プロパーの人がいるかいないか関係ない

とおっしゃったわけやから、別の理由があるでしょう、となると。そ

こがポイントになるんですよ、この提案の肝はそこでしょう。なぜう

ちだけが設置運営ができないのか。 
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 処分庁という言い方をされたけれども、議長いいのかな、続けてい

いのかな。処分庁という言い方をしたら、さっき言ったように広域だ

って、消防だってそうじゃないですか、自分のところが処分庁やん。

その理屈だったら同じ組合ならできないということが前提になります

よ。よっぽど数十人いるぐらいの組合なら別かもしれんけれども、通

常、私らが関わっているような規模の組合の場合にはできないという

話になるんですよね。だからその特殊性がいまいち分からない。なお

かつさっき申し上げた規約案と答弁の食い違いがある。その点はただ

しておきたいと思います。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長  事務局長でございます。 

 再度の質問についてお答えさせていただきます。 

 経費の負担といいますのは、先ほど佐々木議員もおっしゃっていた

だいているようにいろんな経費があるのかもしれませんけれども、今

回、事務を委託するに当たりまして、木津川市から求められている経

費といたしましては今申し上げた経費というところでございますの

で、その分を予算計上しているというところでございます。お互いの

今後の協議に基づきまして進めていくわけでございますけれども、事

前の調整の中におきましては、今回予算計上をさせていただいている

ものを木津川市のほうとして負担を求めるというところでございます

ので、今おっしゃっていただきました経費の負担、第３条につきまし

て管理と執行に要する経費については支弁すると。また、その費用は

乙が負担するというところでございますが、それぞれの中でどういっ

た負担を求めていくのかどうかにつきましては、木津川市、組合との

協議によって整理されていくものというふうに考えているところでご

ざいます。 

 それと、他の組合との事情につきましてご質問をいただいておりま

すけれども、他の組合についての事情は私どもは存知しておりません

ので、この組合として、例えば事業系一般廃棄物の処理事業の許可に

関して不服申立て等があった場合に、いかにしてその不服申立てに対

してきちっとした審理を行い、第三者に対しての不利益が与えられな

いのかという審査をしてもらうためには、こういった形が望ましいの

ではないかというふうに、この組合の事務局体制を勘案した上で提案

したものでございますので、他の組合との違いといったことにつきま

しては、なかなか答弁をすることは難しいというふうに考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

髙味議長  ほかございませんか。 
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  （なしの声） 

 

 なければ質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 佐々木さん。 

佐々木議員  今も答弁があったように、本件については様々な疑義が残ったまま

であります。 

 よって、継続審議にする動議を提案いたします。 

髙味議長 

 

 ただいま佐々木議員のほうから議案第４号についての継続審議の動

議が出されました。 

 佐々木議員の動議に賛成の方、挙手願います。 

 

  （賛成者挙手） 

 

 １名です。 

 動議は成立いたしました。 

 それでは、佐々木議員の動議の議案第４号について継続審議をする

ということに賛成の方の起立を。 

宮嶋議員  ちょっと待ってください。すぐ採決ですか、その動議内容につい

て。 

髙味議長  説明を求めますか。 

 いや、いうたらこの議案、今の質疑、内容を皆さん聞いておられる

ので、その中で佐々木議員のほうから継続審議という動議が出されま

したので、それについて継続審議をするかどうかということは、動議

の内容を含めてやるかやらないかの賛否を求めたいということでござ

います。 

 宮嶋さん。 

宮嶋議員 

 

 

 

 

 

 

 先ほどの質疑を聞いていまして、１つ、この議案に関して木津川市

議会の同じような同意といいますか、この規約案に対する賛否が問わ

れる関係もあって、木津川市選出の５人の議員には事前に説明があっ

たのかと思います。と同時に精華町の３人については、一切この議案

が提案されるまで知らなかったと。その経過で両方の担当者課長会議

だとか、そういうものを経てという説明がありましたけれども、それ

への全員協議会なりの中での話というのはなかったということも取り
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上げられておりました。 

 だからそのあたり、このまま採決するということになれば、特に精

華町側の３人の議員の皆さんの理解が得られないままの採決というこ

とになって今の継続ということになったんやと思いますので、そのあ

たりの経過をもう少し全体に分かるようにしていただかないと、継続

するのかしないのかの判断もしにくいというふうに思うんですけれど

も。 

 また、継続するということになれば、少なくとも今日以降に発生す

るそうした事案、今までなかったということですから、すぐに何か明

日これに関わるような事案が出てくるとも思えないわけです。だから

継続してもすぐに組合の運営に支障がないというのであれば納得の中

での議案の審議、採決が必要ではないかとは思っているので、そこの

ところをもう少し明確にいただけないでしょうかね。 

髙味議長 

 

 議事運営上、質疑の終結の宣言もいたしました。その後で動議が出

されたということで、議事進行としてはその動議に対しての賛否を取

っていくと、動議は成立したと。その内容は継続審査をするべきだ

と、それに賛否を取るというのが議事進行上進めていかなくてはなり

ませんので、賛否を取りたいと思います。 

 ただいま佐々木議員から議案第４号について継続審査の動議が提出

されました。 

 継続審査をするということに賛成の議員の起立を求めます。 

 

  （賛成者起立） 

 

 起立多数でございます。 

 よって、議案第４号は継続審査という形になりました。 

 

 それでは、次に、日程第８、発議第１号「木津川市精華町環境施設

組合議会委員会条例の一部改正について」を議題といたします。 

 提出者に提案説明を求めます。 

 伊藤紀味枝さん。 

伊藤議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発議第１号、木津川市精華町環境施設組合議会委員会条例の一部改

正について、提案説明させていただきます。 

 発議第１号、木津川市精華町環境施設組合議会委員会条例の一部改

正についてご説明させていただきます。 

 本組合議会において地方自治法第１０９条第３項に規定する議会運

営委員会を設置するため、木津川市精華町環境施設組合議会委員会条

例の一部改正を提案するものです。 

 机上配付されていると思いますので、お願いいたします。 

 案を朗読させていただきます。 
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 発議第１号、令和４年２月８日。 

 木津川市精華町環境施設組合議会議長、髙味孝之様。 

 提出者、木津川市精華町環境施設組合議会議員、伊藤紀味枝。 

 賛成者、木津川市精華町環境施設組合議会議員、竹川増晴。 

 木津川市精華町環境施設組合議会委員会条例の一部改正について、

上記の議案を地方自治法第２９２条において準用する同法第１１２

条、木津川市精華町環境施設組合議会会議規則第１４条第１項及び第

２項の規定により、別紙のとおり提出します。 

 提案理由といたしまして、本組合議会における議会運営委員会を設

置するため。 

 よろしくお願いいたします。 

髙味議長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 佐々木さん。 

佐々木議員  これは前の全協でも確認されてますから、設置すること自身は問題

はないと思っています。 

 ただ前回の全協のまとめ的に言えば、いわゆる一部の議員で構成す

るか、全員で構成するかという論点に関しては、全員で構成しようと

いうことが確認されています。 

 その上で、要するに通常議会運営委員会は大体どこの議会も議長は

入らないですから、通常は議長を除くというのは当然の話だと思うん

だけれども、ここが木津川市議会、精華町議会の運営の違いから出て

くる若干確認事項ですけれども、精華町議会に関しては、副議長に関

しては議運になり得ます、なり得るという。なぜかというと、議長と

いうのはいわゆる各委員会に出席できますよね。採決権は持ってない

けれども、発言権は持っていますよね。議長も各委員会の場において

持っているわけです。 

 一方、副議長というのは、大体どこのルールでも議長に、副委員長

の場合もそうですけれども、委員長もしくは議長に事故があった場

合、欠けた場合代行するといういわゆる予備というか、予備要員です

よね。として副議長や副委員長がいるというのが通常の議会の考え方

なわけです。 

 要するに木津川市議会さん自身の運用が正副議長ともに議長と同等

の委員会出席だとかまたは委員会の発言の立場があると、多分それが

理由で前回の全協で正副議長をメンバーから外そうという提案が出た

と思うので、その木津川市議会さんがやっている運用を本議会の議会

運営委員会でも同じ考え方で運用するということだけ確認をさせても

らいたいと思います。 
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髙味議長  伊藤さん。 

伊藤議員  木津川市の運用と同じやり方でやろうかなと思っております。 

佐々木議員  だから今のでいいんですね。 

伊藤議員  はい。 

髙味議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ほかございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

 なければ質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 

  （なしの声） 

 

 なければ討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

 

  （賛成者起立） 

 

 起立全員であります。 

 したがって、発議第１号「木津川市精華町環境施設組合議会委員会

条例の一部改正について」の件は、原案のとおり可決することに決定

をいたしました。 

 

 ここで追加議案がございますので、配付のため、暫時休憩といたし

ます。 

（１３：４２） 

  《暫時休憩》 

（１３：４６） 

 再開いたします。 

 

 お諮りいたします。 

 ただいま配付いたしました追加議事日程第１号の追加１を議事に追

加することにご異議ございませんか。 

 

  （異議なしの声） 
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 異議なしと認めます。 

 

 追加日程第１、議案第５号「木津川市精華町環境施設組合職員の給

与に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 

 管理者から提案説明を求めます。 

 管理者。 

河井管理者  議案第５号、木津川市精華町環境施設組合職員の給与に関する条例

の一部改正につきましてご説明させていただきます。 

 令和３年８月１０日に人事院から国家公務員給与の改定の勧告が行

われ、去る２月１日に国家公務員給与を改正するための法案が閣議決

定されました。本組合職員の給与につきまして、国の対応と同様に期

末手当を改正するため、所要の改正を行うものでございます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、詳しくは事務局長より説明をさせていただきます。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長  事務局長でございます。 

 議案第５号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第５号は、管理者からの提案説明のあったとおりでございまし

て、去る２月１日に政府におきまして国家公務員給与を改正するため

の法案が閣議決定されましたことを受けて、去る１１月２６日に提案

しました議案第７号に係る議会の審議経過につきましても踏まえた上

で、閣議決定された法案に準拠して環境施設組合の職員の給与に関す

る条例の一部を改正するものです。 

 なお、今般の改正による期末手当の支給額の割合につきましては、

参考資料に記載のとおりでありますが、附則の第２条中ほどに規定し

ておりますとおり、令和３年１２月に期末手当を支給された職員につ

きましては、令和４年６月に支給された期末手当から、令和３年１２

月の期末手当から本来減額となる調整額をさらに減じることになりま

す。 

 なお、今年度の退職者、来年度の新規採用職員については、いずれ

も令和４年６月に支給される期末手当におきまして、この調整額によ

る減額措置の対象外となるものでございます。 

 以上で、議案第５号の補足説明とさせていただきます。よろしくご

審議を賜りますようお願い申し上げます。 

髙味議長 

 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
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 宮嶋さん。 

宮嶋議員 

 

 

 

 

 

 

 宮嶋です。 

 ２月１日に出されましたほかの議案と一緒にはこの議案出されなか

ったのは、今説明があったように２月１日に国家公務員の給与改正案

が閣議決定されたことを受けて急遽追加議案として出され、本日の提

案になったものですが、私たち議員がこの議案を手にするのは、今、

今日が初めてであります。議案を審議、検討して採決するというのに

は乱暴な提案ではないかなというふうに思いますが、それについてお

答えください。 

 ２つ目は、内容的には実質１１月に出された１２月期末手当から

０．１５月分を減額するというようなものと一緒で、今年度について

はその０．１５を２つに分ける、すなわち０．０７５月分を６月と１

２月からそれぞれ引き、減額するということです。今ありましたよう

に６月分から昨年１２月で引けなかった０．１５月分に相当する額を

減らすというものですから、中身は一緒ですよね。 

 引き続きコロナ禍で、公務で働く方々も民間で働く方々も今大変苦

しい生活を強いられています。その中で期末手当の減額は公務員のみ

ならず、ほかにも大きな影響を与えるものになります。政府自身が働

く者の賃金を引き上げると言っているときに、昨年１２月に減額する

ものを今年６月に先延ばししたからといって、個人の生活や国の経済

がよくなるものではありません。全く矛盾していると考えます。内容

面からいっても撤回すべき中身ではないのか、提案すべきではなかっ

たのではないかと思いますが、それについてお答えください。 

 以上、２点よろしくお願いします。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 議案の議会の皆様方への配付時期、これにつきましては、本日、当

日配付になったことにつきましては大変申し訳なく思っております。 

 これにつきましては、２月１日に閣議決定をされまして、それに併

せまして法案が閣議決定もされましたので、この内容につきまして、

地方自治体といいますか、こういった組合に適用するように条例改正

の検討をする時間に少し時間を要したというところでございます。 

 内容につきましては、国家公務員の給与法案、これに準じた内容と

なっておりますことをご理解いただきたいというふうに思っていると

ころでございます。 

 その上で、なぜ今の時期になったのかというところでございます

が、この条例につきましては、国にもありますとおり、今年度の退職
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職員にも影響するような内容になってまいりますし、４月１日に例え

ば出向する、派遣される職員がおりましたら、そういった職員にも影

響してくるものでございますので、これにつきましては、人勧の出さ

れた内容を国のほうで法案化されておりますので、若干人勧準拠とは

なっておりませんけれども、国の法案に基づいて給与条例を改正する

必要があるということで提案させていただいたものでございますの

で、ご理解いただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

髙味議長  宮嶋さん。 

宮嶋議員 

 

 

 昨年１１月のこの組合議会で給与関連の条例が出されました。その

ときの質疑で、それぞれの自治体や組合ごとによって対応が異なって

いた事実がありました。そのことの問題点を指摘いたしました。国も

今、今回提案されているような形ですべきだということもありまし

た。そういうことから私は反対をしてこの１１月の議案は否決をされ

たわけです。その後、特段、例えばこれに関わる管理者からの議会へ

の説明や考え方についても示されないまま今日を迎えているわけであ

ります。 

 何ら事態は変わっていないように思うんです。事態を前向きに進め

る、お互い行政側と議会との一致点があるかどうかは分かりません

が、少なくともお互いが思いを出し合う場もないままに来ているわけ

ですね。そういうことに対しては、やはり議会に対しての行政側、組

合管理者側の働きかけというのは必要なかったということで今日の提

案なんでしょうか。お聞かせください。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 前回、１１月に提案させていただきました条例案につきましては、

その際にも説明させていただいているとおり、木津川市、精華町それ

ぞれの構成市町で対応が異なるというところでございます。それぞれ

の市町におきましては、人勧に準拠していく方針はあるけれどもとい

うところでございました。 

 そういった内容を踏まえまして、木津川市、精華町からの派遣され

ている職員等に不利益等が、不公平感が生じないように、前回の条例

案には附則を設けたところでございますが、その条例案が否決をさ

れ、既に１２月の期末手当が支給されている状況でございます。そう

いった中で、現時点におきまして提案できる条例案といたしまして

は、国の法案に基づいた給与改正でございますので、そういったこと

を踏まえて今回の条例提案になっているというところでございます。 
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 以上でございます。 

髙味議長  宮嶋さん。 

宮嶋議員 

 

 

 

 結果的には２月１日に閣議決定をされて、この国家公務員に関わる

給与改正の法案は今の通常国会の中で審議され、決まっていくんだろ

うというふうに思いますが、これは私は知りませんでしたけれども、

２月１日に出るということが前から分かっていて今日のタイミングに

なったんですか。今日、もしこれがずれていたらこの提案はできなか

ったということになるんですが、それも含めて議会への働きかけとい

うものがどうだったんだろうかと思うんですが、その点についてはど

うですか。 

髙味議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 事務局長でございます。 

 国会公務員の給与法案につきましては、年を明けての通常国会の中

で提出されるというような情報は入っておりましたけれども、２月１

日に閣議決定されるかどうかについては、その日にならないと分から

ない状況でございましたので、いつ法案の閣議決定がされるのかにつ

きましては、こちらのほうとしては情報は持ち得ておりませんでし

た。ただ２月１日の段階で法案が明らかになりましたので、本日の議

会への提案に間に合うというところでございましたので、急遽提案さ

せていただいたところでございます。 

 当然宮嶋議員のほうからのご指摘にありますように、この閣議決定

が遅れれば、年度内に臨時議会を求めて提案させていただく内容にな

ってこようかというところでございますが、その内容につきましては

国の法案に準拠してということでございますので、内容につきまして

は今回と同じ内容になるというところでございます。 

 以上でございます。 

髙味議長 

 

 

 

 

 

 

 

 ほかございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

 なければ質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論があります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 
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 宮嶋さん。 

宮嶋議員 

 

 

 

 

 

 

 

 今の質疑でも明らかになりましたように、２月１日に閣議決定され

たことは事前に確認されていたことではなくて、言葉が正しいかどう

か分かりませんが、たまたまといったようなことではないんでしょう

か。２月８日のこの議会に事務手続としては間に合ったと、だから国

家公務員の給与改正案と同じものを出したんだということですが、内

容的には、先ほど言いましたように、昨年１１月に出されたものと内

容は同じであります。 

 若干、先ほど説明があったように、今年３月３１日に退職する職員

がおられればその方の問題やとか、４月１日に採用される職員がおら

れればその方の配慮、考慮ということがあるのかも分かりませんが、

国が言うている今年６月から昨年１２月分に相当する額を減額すると

いう点では同じであります。そういうやり方で今回出されたというこ

とにも納得ができません。 

 あわせて、今議論になっているのは、コロナの中で本当に国民、

我々で言えば木津川市民や精華町民の暮らしが大変なときに、それは

公務で働く職員もそうですし、民間で働く職員の皆さんもそうです

が、大変なときに給料を、期末手当を下げていいのかという問題であ

ります。政府自身が賃上げということを経済界なんかにも要請して、

給料を上げたところについては減税までするというような仕組みまで

つくろうとしているときに、昨年の人事院勧告の内容だからといって

それをやる必要があるんでしょうか。 

 人事院勧告はあくまでも公務で働く者の争議権がない中でつくられ

ている仕組みであって、その中身そのものについてはやはり働く者の

利益になるような形で行われなければならないし、働く者の利益にな

らない勧告であれば実施しないということもあり得るというふうに思

いますので、この条例案には反対であります。 

 以上です。 

髙味議長  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 森本さん。 

森本議員  人事院勧告はそもそも労働三権、公務員には認められておりませ

ん。それの。 

宮嶋議員  三権が認められてないことはないよ、争議権が認められてない。 

森本議員  争議権ね、申し訳ない。三権があってそのうちの争議権が認められ
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ていなくて、それの代償として人事院勧告制度というものがありま

す。それで５０人程度の企業を調査したその平均値として国家公務員

の給与が今現在妥当であるのかどうかの調査をされた結果として、い

つもはプラスの勧告が多かったんですけれども、今回は、この前もマ

イナスだったですかね。それで今回２回目のまたマイナスということ

になった、減額ということになったんですけれども、これは制度上の

問題であって、今現在、岸田総理が賃上げを言っているのとこの人事

院勧告制度に準拠して地方公務員も期末勤勉手当を人事院勧告の準拠

によって上げ下げしているのとはちょっとまた次元が違う話だと思い

ます。 

 だから、そういう意味でも、プラスのときは人事院勧告でプラスの

期末勤勉手当のプラスがあるので、今回勧告されたのはマイナスの勧

告だったので、これはこれに応じて行うべきものと、了として私は賛

成するものです。 

髙味議長 

 

 

 

 

 

 ほかございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

 なければ討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

 

  （賛成者起立） 

 

 起立少数であります。 

 したがって、議案第５号「木津川市精華町環境施設組合職員の給与

に関する条例の一部改正について」は否決されました。 

 

 以上をもちまして、本日の議事日程は。 

 佐々木さん。 

佐々木議員  よろしいか。 

 さっき議運をつくる委員会条例可決しましたよね。今、閉会宣言し

ちゃったら閉会中活動できませんよ、委員会が。 

髙味議長  そういうことです。まだ。 

佐々木議員 

 

 せっかく議運をつくったのに次の１１月定例会まで何をしないまま

飾るんですか。やっぱりさっきの議論があったように、ホームページ
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も議会の意見を聞いて変更すると言っているんだから、即座に議運を

つくったんだから、正副委員長を選出して閉会中の継続審査活動を確

保しておかないと、これ、何のために今日やったか分からないです

よ。 

髙味議長  それをやろうと思ったんですけれども、法令上、それはできないと

いうこと。 

佐々木議員  何で。 

髙味議長  事務局のほうからそこは説明を。 

 事務局長。 

山本事務局長  事務局長でございます。 

 先ほど委員会条例の改正につきましてご可決いただいたことについ

ては承知をしておりますが、これについての条例の改正の告示等々の

手続が必要になってまいります。したがいまして、可決をされており

ますけれども、そういった告示行為がない限り有効には働かないとい

うところでございますので、直ちに議会運営委員会を設置するという

ことは困難であるというふうに解釈しているところでございます。 

 以上でございます。 

佐々木議員  それを知っていてやったわけ、今日の開催は。 

髙味議長  それが法令どおりということです。 

佐々木議員  そんなもの問題ありますよ。じゃ、何のために我々全協でこの相談

をしたのよ。 

髙味議長  我々議員は法令に従ってやる。 

佐々木議員  違うわ、そんなの。 

髙味議長  だから今回できないのかということを調べさせていただいたら、全

国議長会のほうからそれは無理ですと。 
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佐々木議員  じゃ、会期延長しましょうよ。 

髙味議長  法令どおりにしてくださいと。 

佐々木議員  だからまだ閉会前だから会期を延長しましょうよ。即刻即日公布し

ましょうよ。 

髙味議長 

 

 

 暫時休憩します。 

（１４：０５） 

  《暫時休憩》 

（１４：３８） 

再開いたします。 

 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、令和４年第１回木津川市精華町環境施設組合定

例会を閉会いたします。 

                       （１４:３８） 
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